
令和３年 第100回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第３日）

令和３年３月４日（木曜日）

議事日程（第３号）

令和３年３月４日 午前９時開議

日程第１ 第１号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和２年度神河町一

般会計補正予算（第８号））

日程第２ 第２号議案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例

外適用の件

日程第３ 第３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第６号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第７号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第８号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第９号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第10号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第11号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第12号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第13号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第14号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第15号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第16号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

日程第４ 第17号議案 神河町越知谷アクティブセンター設置条例を廃止する条例制定の

件

第18号議案 神河町越知谷町民プール設置条例を廃止する条例制定の件

日程第５ 第19号議案 神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例の一部を改正する条

例制定の件

日程第６ 第20号議案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第７ 第21号議案 神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第22号議案 神河町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例制定の件

日程第９ 第23号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

－１７３－



日程第10 第24号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第25号議案 神河町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件

第26号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第27号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第28号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件

日程第13 第29号議案 神河町営住宅設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第30号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（作畑・新田辺

地）

第31号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（大畑辺地）

第32号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（上越知辺地）

第33号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（越知辺地）

第34号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（奥猪篠辺地）

第35号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（上小田辺地）

第36号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（川上辺地）

日程第15 第37号議案 中播北部行政事務組合規約の一部変更について

日程第16 第38号議案 神河町町道路線の廃止の件

日程第17 第39号議案 神河町町道路線の認定の件

日程第18 第40号議案 神河町公の施設（わくわく公園）の指定管理者指定の件

日程第19 第41号議案 財産処分の件

日程第20 第42号議案 財産処分の件

日程第21 第43号議案 令和２年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第22 第44号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号）

日程第23 第45号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第24 第46号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第25 第47号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第４号）

日程第26 第48号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第27 第49号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）
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日程第28 第50号議案 令和２年度神河町水道事業会計補正予算（第５号）

日程第29 第51号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第30 第52号議案 令和３年度神河町一般会計予算

日程第31 第53号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第32 第54号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第33 第55号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第34 第56号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第35 第57号議案 令和３年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第36 第58号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第37 第59号議案 令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第38 第60号議案 令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第39 第61号議案 令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第40 第62号議案 令和３年度神河町水道事業会計予算

日程第41 第63号議案 令和３年度神河町下水道事業会計予算

日程第42 第64号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第43 承認第１号 第２次神河町男女共同参画推進計画の策定の件

日程第44 承認第２号 神河町第３次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定の件

日程第45 承認第３号 神河町土地利用計画の策定の件

日程第46 承認第４号 第３期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）の策定の

件

日程第47 承認第５号 神河町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定の件

日程第48 承認第６号 神河町第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第１号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（令和２年度神河町一

般会計補正予算（第８号））

日程第２ 第２号議案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例

外適用の件

日程第３ 第３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第６号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第７号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第８号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第９号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第10号議案 神河町農業委員会委員の任命の件
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第11号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第12号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第13号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第14号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第15号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第16号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

日程第４ 第17号議案 神河町越知谷アクティブセンター設置条例を廃止する条例制定の

件

第18号議案 神河町越知谷町民プール設置条例を廃止する条例制定の件

日程第５ 第19号議案 神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例の一部を改正する条

例制定の件

日程第６ 第20号議案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第７ 第21号議案 神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第22号議案 神河町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例制定の件

日程第９ 第23号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第10 第24号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第25号議案 神河町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件

第26号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第27号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第28号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件

日程第13 第29号議案 神河町営住宅設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第30号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（作畑・新田辺

地）

第31号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（大畑辺地）

第32号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（上越知辺地）

第33号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（越知辺地）
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第34号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（奥猪篠辺地）

第35号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（上小田辺地）

第36号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件（川上辺地）

日程第15 第37号議案 中播北部行政事務組合規約の一部変更について

日程第16 第38号議案 神河町町道路線の廃止の件

日程第17 第39号議案 神河町町道路線の認定の件

日程第18 第40号議案 神河町公の施設（わくわく公園）の指定管理者指定の件

日程第19 第41号議案 財産処分の件

日程第20 第42号議案 財産処分の件

日程第21 第43号議案 令和２年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第22 第44号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号）

日程第23 第45号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第24 第46号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第25 第47号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第４号）

日程第26 第48号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第27 第49号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

日程第28 第50号議案 令和２年度神河町水道事業会計補正予算（第５号）

日程第29 第51号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第30 第52号議案 令和３年度神河町一般会計予算

日程第31 第53号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第32 第54号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第33 第55号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第34 第56号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第35 第57号議案 令和３年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第36 第58号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第37 第59号議案 令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第38 第60号議案 令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第39 第61号議案 令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第40 第62号議案 令和３年度神河町水道事業会計予算

日程第41 第63号議案 令和３年度神河町下水道事業会計予算

日程第42 第64号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第43 承認第１号 第２次神河町男女共同参画推進計画の策定の件

日程第44 承認第２号 神河町第３次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定の件

日程第45 承認第３号 神河町土地利用計画の策定の件
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日程第46 承認第４号 第３期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）の策定の

件

日程第47 承認第５号 神河町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定の件

日程第48 承認第６号 神河町第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定の件

出席議員（10名）

１番 安 部 重 助 ８番 藤 森 正 晴

２番 三 谷 克 巳 ９番 藤 原 裕 和

４番 小 寺 俊 輔 10番 栗 原  哉

５番 吉 岡 嘉 宏 11番 澤 田 俊 一

６番 小 島 義 次 12番  納 良 幸

欠席議員（なし）

欠 員（２名）

事務局出席職員職氏名

局長 小 林 英 和 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 ひ と･ま ち･み ら い 課 参 事 兼ｱグﾘｲﾉベｰｼｮﾝ特 命 参 事

副町長 前 田 義 人 真 弓 憲 吾

教育長 入 江 多喜夫 建設課長 野  直 規

総務課長 日 和 哲 朗 地籍課長 藤 田 晋 作

総務課参事兼財政特命参事 上下水道課長 谷 綛 和 人

黒 田 勝 樹 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼情報発信特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

岡 部 成 幸 保 西 瞳

税務課長 長 井 千 晴 会計管理者兼会計課長

住民生活課長  木 浩 山 本 哲 也

住民生活課参事兼防災特命参事 町参事兼病院事務長 春 名 常 洋

平 岡 民 雄 病 院 総 務 課 副 課 長 兼 経 営 強 化 特 命 参 事 兼 企 業 出 納 員

地域振興課長 多 田 守 井 上 淳一朗

地域振興課副課長兼農林業特命参事 教育課長兼給食センター所長

前 川 穂 積 藤 原 美 樹

ひと・まち・みらい課長 教育課参事兼社会教育特命参事
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藤 原 登志幸  橋 宏 安

午前９時００分開議

○議○（ ○ 良幸君） 皆さん、おはようございます。

再開します。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１００回

神河町議会定例会第３日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

質疑に入る前に、若干申し添えさせていただきます。

会議規則第５４条第１項では、発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、

またはその範囲を超えてはならないと規定されております。また、同規則第５５条第１

項では、質疑は、同一議員につき同一の議題について３回を超えることができないと規

定されております。会議規則第５４条及び第５５条の遵守の上、会議の進行に御協力を

いただきますようよろしくお願いをいたします。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第１号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１、第１号議案、専決処分をしたものにつき承認を求め

る件（令和２年度神河町一般会計補正予算（第８号））を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点だけ教えておいて

もらいたいと思います。

今回の補正予算につきましては、緊急事態宣言に対する救済措置という形で、１月の

１４日から２月の６日までですか、の２５日間という話がありましたんですが、御承知

のとおり、緊急事態宣言につきましてはさらに１か月延ばされて、また、最近１週間縮

められたということで、２月いっぱいという形になりました。ですので、その間につい

ても同じような措置が取られるんじゃないかと思うんですが、その分が分かっておれば

教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。時短要請の

部分につきましては、緊急事態宣言が延長されてございます。そうしまして、その部分

につきましても市町との連携の給付というところにつきましては、あるというところで

ございます。この部分の財源につきましては、国の財源が８割というところでありまし

て、引き続き延長部分についても同様の措置が取られてるということでございまして、

神河町としましては、その部分につきましては、当初の予算のほうにその対応部分を計
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上させていただいてるというところでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。先ほどのちょっと補

足ではございますけども、緊急事態宣言、２月８日からの部分については２月２８日ま

で６万円、３月１日から３月７日までにつきましては１日当たり４万円ということで、

もう既に兵庫県のほうのホームページ上では上がっております。それから２月７日まで

の申請につきましては、３月１日が期限でありましたが、書類的に不備が多いというよ

うなところもありまして、３月８日まで延長になっております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。関連なんですけども、この該当され

る事業所というのは、提案説明の中では、経済センサス等で５４事業所ということで具

体的に把握をされてるようですけれども、その事業所の方々へのお知らせですとか、ま

た、今、地域振興課長からは書類の不備等があるというふうなことがございました。そ

ういう事業所の方々への申請される際のサポートとか、そういうことはどのようにされ

てるのか、教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。まず、公表の部分に

つきましては、お知らせの部分につきましては町のホームページでお知らせしていると

いうところと、それからあと、商工会への問合せ等につきましては、現在、大河内支所、

本所を合わせて１５件ほど問合せがあって、その申請の指導をされてるというところで

ございます。

ほかの部分、一般的にインターネットでのウェブ上での申請がほとんどでありますの

で、こちらとしては、その部分については申請の件数等については把握してないという

ようなところでございます。また、県のほうから申請の件数等については報告がある予

定でございますので、その都度、また報告をさせていただきます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） ホームページで公開されてますよと。あとは事業所の方

の判断でというふうに聞こえるんですけども、やはり実際困っておられる事業所なわけ

ですから、そういう事業の、まして５４事業所ということで大変特定される事業所です

ので、町、また、商工会が連携してその事業所の方々へ丁寧に案内をされて、ウェブ上

かと思いますが、ウェブ上の情報を見ると、いろんな時短をしている写真ですとか県の

コロナの追跡のシステムを表示してるとか、そういう写真の添付が必要であったり、大

変結構面倒というか、いろんな添付書類が写真とかでしなければならない状況が見受け

られますんで、丁寧にですね。まだまだひょっとすると、こういうことをニュースでも

たくさんされてるかもしれませんが、御存じない事業所もあるかもしれないし、御存じ
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であっても、例えばそういう書類とか掲示の不備等もあるかもしれません。不備がある

ところについては、今後のこともありますから、ちゃんと丁寧に指導されて適切にこの

制度が活用できるように指導するのが町とか商工会の役割ではないかなと思うんですけ

ども、いかがでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。御指摘のとおりだと

思います。町民さんといいますか、事業所さん向け、個々へのお知らせは今してないと

いう状況でございますので、少し告知放送なりで放送させていただいて、商工会と連携

しながら対応していきたいと思いますし、既に１５件の商工会への問合せにつきまして

は、申請書の書き方とか添付書類とか、そういった部分についてはもう指導をしていた

だいております。町への問合せというのは、今のところないという状況でございます。

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１号議案を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１号議案は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第２ 第２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２、第２号議案、神河町農業委員会委員の任命に係る認

定農業者等の過半数要件例外適用の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２号議案は、原案のとおり同

意することに決定いたしました。

・ ・

日程第３ 第３号議案から第１６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３、第３号議案から第１６号議案までの神河町農業委員

会委員の任命の件、１４議案を一括議題といたします。

上程１４議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第３号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３号議案は、原案のとおり同

意することに決定しました。

続いて、第４号議案について討論に入ります。討論のある方。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４号議案は、原案のとおり同

意することに決定しました。

続いて、第５号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第５号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第５号議案は、原案のとおり同

意することに決定いたしました。

続いて、第６号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第６号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第６号議案は、原案のとおり同

意することに決定いたしました。

続いて、第７号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第７号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第７号議案は、原案のとおり同

意することに決定しました。

続いて、第８号議案について討論に入ります。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第８号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第８号議案は、原案のとおり同

意することに決定しました。

続いて、第９号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第９号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第９号議案は、原案のとおり同

意することに決定いたしました。

続いて、第１０号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１０号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１０号議案は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。

続いて、第１１号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１１号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１１号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

続いて、第１２号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１２号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１２号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

続いて、第１３号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１３号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１３号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

続いて、第１４号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１４号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１４号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

続いて、第１５号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１５号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１５号議案は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。

続いて、第１６号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１６号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１６号議案は、原案のとおり

同意することに決定しました。

・ ・

日程第４ 第１７号議案及び第１８号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４、第１７号議案、神河町越知谷アクティブセンター設

置条例を廃止する条例制定の件、第１８号議案、神河町越知谷町民プール設置条例を廃

止する条例制定の件の２議案を一括議題といたします。

上程２議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。この特にアクティブセンター

につきまして、新しい施設なので、恐らく減価償却いうか、資産としてまだ価値がある

と思うんですが、これを廃止して用途変更した場合、補助金の適化法ですが、これに対

しての影響は受けるかどうか、その点だけを確認しておきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。補助金の関

係につきましては、廃止することによりまして何ら影響というものはございません。以

上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第１７号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。
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これより第１７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１７号議案は、原案のとおり

可決いたしました。

続いて、第１８号議案について討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第１８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１８号議案は、原案のとおり

可決いたしました。

・ ・

日程第５ 第１９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第５、第１９号議案、神河町ケーブルテレビネットワーク

設置条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。３ページの別表３、別表４について

お尋ねしたいんですが、セットトップボックスが廃止されて、Ｖ－ＯＮＵとＤ－ＯＮＵ

の端末機器が設定されておるわけなんですけども、ＯＮＵというのは、恐らく光回線と

デジタル回線を接続する終端の装置だと思うんですけども、そのＶとＤの違いを教えて

ほしいのと、その下の別表４の機器設置手数料にＤ－ＯＮＵは価格の設定があるんです

が、Ｖ－ＯＮＵに価格の設定がない理由を教えてください。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。澤田議

員様の問いにお答えをさせていただきたいと思います。

まず、Ｖ－ＯＮＵとＤ－ＯＮＵの違いということでございますが、Ｖ－ＯＮＵという

のは光の終端装置から映像を取り込む端末機ということになります。したがいまして、

テレビのほうに接続する光の端末機ということになります。ですので、ケーブルテレビ

御加入の方というのは全員これがついているということです。

次に、Ｄ－ＯＮＵというのは、データを取り出すということで、つまりインターネッ

ト接続の契約をされた方の家には、このＤ－ＯＮＵをつけるということになります。こ

れも光の終端装置の一つでございますが、インターネット側の終端装置ということにな

ります。
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それで、機器の設置手数料のところですが、Ｄ－ＯＮＵだけ設置手数料がついている

ということですが、これにつきましては、ケーブルテレビに加入をされたときに加入金

と引込み工事代を頂くことになるんですけれども、Ｖのほうは、引込み用工事をされた

ときに５万 ０００円の中に入っているというとえ方でございます。先ほどのインター

ネットのほうのＤ－ＯＮＵにつきましては、つける御家庭つけない御家庭ありますので、

つけられる御家庭については、別途 ３００円の設置手数料を頂くというようなことで

運用させてもらっております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。この新旧対照のまず１ページで、１４

条ですか、１４条の変更で、「加入者等」から「町長」に変更されてます。その次のペ

ージの２項のところですね。２項のところで「前項の工事業者は、加入者等からの設置

依頼があれば」ってなってるんですけれども、ここも本来は、町長からのＤ－ＯＮＵ設

置依頼に変更するべきではないのかなとは思うんですけれども、その辺のとえ方はいか

がですか。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。小寺議

員様の御質問にお答えをさせていただきたいと思いますが、まず、１４条の第１項のと

ころでございます。「町長は」というふうに変更させていただいた理由は、Ｖ－ＯＮＵ

については、加入をされたときに町が工事発注をするということで、先ほど少し澤田議

員さんの問いのときにもお答えしましたけれども、５万 ０００円の料金というのが町

から頂くことになりますね。町が請求をかけて加入者さんから頂くということで、町が

発注をかけるということになります。

それから、Ｄ－ＯＮＵのほうにつきましては、先ほどもありましたけども、加入され

る家されない家がございまして、される家につきましては、工事業者さんに直接発注を

かけて、つけてもらって利用してくださいよということになりますので、発注者が加入

者さんという個人になります。そういうとえ方で今のところ運用させてもらっておりま

す。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点教えていただきた

いと思います。

この条例の施行日につきましては、公布の日となっておりますので、本日以降になる

と思うんですね。ただ、今回この改正の要因となりました民法の法定利率を５％から３

％に下げるというのは去年の２年の４月１日から施行されてますので、この場合、遡及

適用が必要じゃないかと思うんですが、たまたま今日まで、遅延損害金ですか、を収納

した事例がないので、その必要がなかったのか、どちらか、それを教えていただきたい
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と思います。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。三谷議

員様の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

議員様おっしゃられるとおり、民法の改正が昨年ということになりましたので、本来、

昨年の４月に改正すれば同じスタートということになったと思うんですけれども、今ま

で放置をされていたということで、大変申し訳なく思っております。

１点は、議員さん御指摘のとおり、該当者が特にいないということでございます。

もう１点は、条例を改正するまでは条例を適用させるということでとえておりますの

で、もしやったとしても５％を取らざるを得なかったのかなというふうには思いますけ

れども、結果としては該当者がいなかったということで、今の改正となったということ

で、御了解をお願いしたいと思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。条例の改正の基本的なとえ方

の中で、不利益でなければ当然遡及すべきだと思いますので、今後そういうものについ

ては特に留意する中で条例改正をしてほしいなと思いますんで、よろしくお願いしたい

と思います。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部総務課特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。ありが

とうございます。今後注意してまいりたいと思います。ありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第１９号議案は、原案のとおり

可決いたしました。

・ ・

日程第６ 第２０号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第６、第２０号議案、神河町職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２０号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第７ 第２１号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第７、第２１号議案、神河町地域経済牽引事業の促進のた

めの固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたし

ます。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第２１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２１号議案は、原案のとおり

可決いたしました。

・ ・

日程第８ 第２２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第８、第２２号議案、神河町過疎地域における固定資産税

の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。
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これより第２２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２２号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第９ 第２３号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第９、第２３号議案、神河町福祉医療費助成条例の一部を

改正する条例制定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２３号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１０ 第２４号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１０、第２４号議案、神河町介護保険条例の一部を改正

する条例制定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２４号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・
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日程第１１ 第２５号議案及び第２６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１１、第２５号議案、神河町指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、第２６号議

案、神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定の件の２議案を一括議題といたします。

上程２議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点、状況をお尋ねし

たいと思います。

次の２７号、２８号議案にも関連するんですが、今回の改正で、それぞれの事業所に

おいて利用者の人権擁護なり、虐待防止の体制整備、また、重要事項での規定が義務づ

けられているわけでございますが、神河町にも該当する事業所があるようでございます

ので、その該当事業所の特に地域密着型サービスの事業所について、この改正内容、恐

らく県のほうからも既に通知が来とるんじゃないかと思うんですが、町として、この改

正内容について周知なり指導をしようというようなとえ方があるかどうかをお尋ねをし

たいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。各施設におきまして

は、それぞれ県のほうから通達のほうも届いているというふうに思います。町としまし

ては、施設長会議、また、ケアマネの連絡会、そちらのほうで周知のほうを図っていき

たいというふうに思っております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第２５号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２５号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第２６号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２６号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１２ 第２７号議案及び第２８号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１２、第２７号議案、神河町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、

第２８号議案、神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件の２議案を一括議題といたします。

上程２議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第２７号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２７号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第２８号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２８号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１３ 第２９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１３、第２９号議案、神河町営住宅設置条例の一部を改
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正する条例制定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。この議案につきましても、先

ほどの第１９号議案と同じで、遅延損害金を今日までに収納したかどうかの事例がある

かどうか、その点だけ確認をしておきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。これまでこの住宅の

賃料ですけれども、そして延滞損害金ですけれども、徴収をした実績はございません。

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第２９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第２９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１４ 第３０号議案から第３６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１４、第３０号議案から第３６号議案までの辺地に係る

公共的施設の総合整備計画の策定の件、７議案を一括議題といたします。

７議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。教えていただきたいと思います。

今回のこの辺地計画の中、主に道路整備をされてるわけですけども、道路の中には町

道の等級表で、１級、２級、その他と分かれてるんですけども、今回、その他町道が多

々含まれております。私の理解の中では、その他町道を改良なりするときには地元負担

が発生するもんだと思ってたんですけれども、どうやら違うようで、いわゆる地元負担

が発生する場合としない場合の区別といいますか、を教えていただきたいのと、当初予

算には、たしか根宇野区と東柏尾区から受益者負担分を受け取っていたと思うんですけ

れども、その違い等をちょっと詳しく教えていただきたいと思います。お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 野 建設課長。

－１９３－



○○○課○（○ 直規君） 建設課、野 でございます。小寺議員の御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。

まず１点目は、道路事業において受益者負担を取るか取らないか、どういう工種で取

っていくのかという御質問でございますが、まず級別によりますと、その他路線につき

ましては、基本、受益者負担を取る路線に該当いたしますが、工種によって取らない部

分、取る部分というのは出てきます。特に道路改良につきましては、これにつきまして

は地元負担が発生しておりますが、維持管理に関する修繕の工事につきましては地元負

担を伴わない工事になります。特に勘違いといいますか、誤解をされますのが舗装の関

係でございます。既に舗装されてる道路の舗装が悪くなって、それをやり直す、すなわ

ち修繕をするということにつきましては、これは道路維持修繕になりますので、負担は

取りません。ただ、現にアスファルト舗装がされてない道路にアスファルト舗装をする、

新しく舗装をするといった場合につきましては、その他路線については受益者負担をい

ただくということでございます。

また、来年度の当初予算で受益者負担をもらうところがございます。これにつきまし

ては町道のその他路線でございますが、工法としまして、今現在ないもの、根宇野でい

いますと、落石対策で、現に今、落石防護柵並びにロックネットといいますか、そうい

う防護柵がございません。それで、落石を何とかのり面の保護をしてほしいということ

でございまして、それにつきましては、現に今されてないところに新しくそういうふう

なのり面の保護をする工法を設置工事をするということで、その部分については受益者

負担をいただくというふうな形になります。

具体の例を申しますと、特に町道の道路側溝がもう悪くて、直してほしいという要望

がある場合があります。それに加えて、その道路側溝に蓋をかけたらちょっとでも幅員

が広くなるので、通りやすいので、それも含めて修繕をお願いしたいという要望が多々

あります。そういう場合は、側溝自体の修繕については道路維持なので受益者負担をも

らいませんが、その側溝にコンクリートの蓋、または鉄のグレーチングという蓋をかけ

る場合は、その蓋代、蓋の設置費用を含めた工事費については、それは新たに新設とい

う形になりますので、受益者負担をいただいてる場合がございます。そういうふうに工

法によって使い分けをさせていただいておりますので、いろいろと区からの要望につき

ましてございますが、その時点で、こういう工法につきましては地元負担が要りますが

どうですかというふうなことで、区長とは相談をさせていただきながら進めさせていた

だいております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。大変よく分かりました。ありがとうご

ざいます。

もう１点教えていただきたいのが、今回、橋梁もかかってると思うんですけども、こ

の橋梁についても道路と同じようなとえ方でよろしいですかね。
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○議○（ ○ 良幸君） 野 建設課長。

○○○課○（○ 直規君） 橋梁もそうでございます。現に今かかってる橋梁が老朽化

によって悪くなってると。修繕をするという形になりますので、今、修繕工事をやって

おりますので、これは道路維持の範囲という形で、地元負担は取っておりません。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。先ほどの小寺議員の質問と関

連するわけですが、先ほど建設課長の説明から理解しますと、それぞれこの年次別計画

表ですか、そこに書いてあります事業内容で道路舗装というて書いてあるのは、これは

道路舗装じゃなくして、条例ではちゃんと道路舗装という名称が出てますので、我々は

そのように理解しとったわけなんですが、実は道路舗装じゃなくして、これは道路維持

補修という内容に表現する、読み替えるという形でいいのでしょうか、それをお尋ねし

たいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 野 建設課長。

○○○課○（○ 直規君） 建設課、野 でございます。先ほどの三谷議員からの質問

にお答えさせていただきます。

条例上、道路舗装となっておりますこの部分につきましては、先ほど御説明させてい

ただいたとおり、新しく舗装するということでございます。

それから、辺地計画の年次別計画表にそれぞれ事業内容が書いてありますが、その中

で舗装という形で書いてありますのは、全て舗装修繕という形でございますので、修繕

という道路維持の形、それと、このたびこの補修修繕、辺地計画書の事業内容の表示に

つきましては、道路事業の設計をするときに、工種別にそれぞれ諸経費が決定される形

になっております。工種としましては、道路改良工事、道路維持工事、それから舗装工

事というふうな形で、設計の内容によって工種を選ばなくてはならないという形になり

ますので、分かりやすく明確にするように、辺地計画の計画書におきましては、事業内

容の明示につきましては舗装という形で表示をさせていただいているところでございま

す。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。越知谷地区の辺地のことについてお

尋ねというか、教えてほしいんですけども、このたび越知辺地が、新しく点数１３８点

ということで新たに辺地の計画が策定されたというふうに認識してるんですけども、要

因としては、旧越知谷小学校の統合の部分が点数的に、従来１００点以下であったもの

が、越知谷小学校の統合で１３８点になったというふうに理解を私自身はしてるんです

けども、越知谷小学校の統合で実際に旧越知の地域については、辺地点数が何点であっ

たものが今回１３８点になったのかということと、岩屋地区についても、同じく越知谷
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小学校の統合ということで幾らか点数の加算があるんではないかなと思うんですが、辺

地の計画がないということは１００点未満だと思うんですけども、現在、仮に点数を見

ておられれば、その点数を教えてほしいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。越知辺地の

該当部分の主な要因というのは、議員がおっしゃられたとおりでございまして、小学校

等の関係で辺地度が上がって辺地の該当になったということでございます。

それで、従来が何点であったかというところでありますが、越知については９８点だ

ったというふうに記憶をしてございます。

それから、岩屋につきましては、点数のほうも再度調査をしましたが、９８点という

ことで、１００点のほうには届いていないということでございます。以上でございます。

よろしくお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） １０番、栗原です。辺地債の関係で、これは３年から７

年にかけて５年間だと思うんですが、具体的には、３年度が幾ら、７年度までどれぐら

いの金額が出るのかというのと、償還についてはいつから始まるのかというのを教えて

ほしいんです。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。まず、辺地

の全体の計画の中で辺地債の額ということでございますが、一覧にしてございませんの

で、今現在お答えをすることができませんので、少し確認をさせていただいて説明をさ

せていただきたいというふうに思います。御了解をいただきたいと思います。

返済の関係ですが、償還関係につきましては、１２年というところでございまして、

過疎等と同様でございます。以上でございます。（「償還はいつから」と呼ぶ者あり）

元金の償還につきましては、３年据置きということになりますので、３年後というこ

とでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 昼一に出せますか。

黒田特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し補足と

いうことで、年度ごとの部分につきましては集計のほうができてませんけども、総額で

は１０億程度ということになってございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し集計表

のほうが見つかりましたので、御報告をさせていただきます。

全体としましては、辺地対策事業債は９億 ０００万円程度ということでございます。
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令和３年度につきましては１億 ０００万円、それから令和４年度でございます、１億

０００万円、そして令和５年度につきましては２億 ０００万円、令和６年度につき 

ましても２億 ０００万円、令和７年度につきましても２億 ０００万円というような 

ところでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 令和７年、２億 ０００万円か。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） はい。

○議○（ ○ 良幸君） よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

第３０号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３０号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第３１号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３１号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第３２号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３２号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第３３号議案について討論に入ります。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３３号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第３４号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３４号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第３５号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３５号議案は、原案のとおり

可決しました。

続いて、第３６号議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３６号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１５ 第３７号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１５、第３７号議案、中播北部行政事務組合規約の一部

変更についてを議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。
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〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３７号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１６ 第３８号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１６、第３８号議案、神河町町道路線の廃止の件につい

てを議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。この廃止につきましては、次の第３

９号議案で提案説明がありました神崎・市川線、また、新たに認定をしようとする福山

２号線に変えるということでいいと思うんですけども、今後この路線が区管理になると

いう説明があったと思うんですが、地元の区長さんへの説明、また、了解等は得ていた

だいてますでしょうか。以上でよろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 野 建設課長。

○○○課○（○ 直規君） 建設課、野 でございます。澤田議員の質問にお答えさせ

ていただきます。

この条例を提案するに先立ち、福本区長の了解を得て提案をさせていただいておりま

す。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３８号議案は、原案のとおり
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可決しました。

・ ・

日程第１７ 第３９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１７、第３９号議案、神河町町道路線の認定の件につい

てを議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第３９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第３９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１８ 第４０号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１８、第４０号議案、神河町公の施設（わくわく公園）

の指定管理者指定の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

藤森正晴議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。指定管理を公募でやられたと思うんで

すけれど、何社の公募で入札があったのか、その状況と、今回、指定期間が１年という

ことなんですが、その後はどういう指定管理になるのかというのと、もう１点、協定書

によれば、従来、観光施設維持管理負担金、営業収入の１％を負担してもらうという項

目があったわけなんですが、今回、協定書にそれがないということは、これは該当せん、

免除という扱いでいいんですか。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。まず事業者の選定で

ございますけども、町内の造園業の皆さんとか、この株式会社長谷さんを含めた合計７

社で公募させていただいております。そのうち辞退されたのが５社ということで、残り

２社ということで審査をさせていただいております。その結果、株式会社長谷さんにと

いうことで答申をいただいております。

指定期間を１年にした理由でございますけども、令和４年３月３１日で今度多くの指

定管理施設、モンテ・ローザも含めてでございますけども、期間満了を迎えます。３年
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度中に新たに公募を行うということになっておりますが、このわくわく公園と一体管理

の提案を公募するということでさせていただいております。一体利用するということで、

施設管理者においては経営戦略的にも利用でき、また、ホテルの利用者、公園利用者に

も喜ばれる形での利用が可能であるということで、地域にとってもプラスになるのでは

ないかということで、１年にさせていただいております。

それから、わくわく公園につきましては、指定管理施設ではございますけれども、収

益施設ではないと、維持管理の部分がメインでございますので、１％の維持管理負担金

は頂いてないということでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 藤森正晴議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。観光施設の維持管理負担金は、営業収

入施設じゃないと言いながら、あそこを使用すれば幾らかの使用料いうか、その収入は

上がるのではないですか。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 多分、多分ということはございませんけど、そういう

利用料の部分があると思いますが、それを利用して収益を上げてというような部分とい

うよりかは維持管理の部分がメインではございますので、そういった形で維持管理負担

金を頂かないということでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。その件についても、過去、今から先、

管理の期間が来て、そういう項目が全部含まれるんですけれど、はっきりとやはりここ

に関してはこうですということをしなければ、他の管理してるとこも、じゃあ、我々も

こう言おうか、ああ言おうかでこういう形になると問題が起きると思いますので、そこ

ら辺りしっかりと対処すべきと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） ちょっと条例のほうを見させてもらって確認しており

ます。利用料は発生します。この利用料につきましては、バーベキューのサイトとか公

園の利用とかいう部分についてはモンテ・ローザの収入ということになりますので、モ

ンテ・ローザのほうの利用料の中から１％の維持管理負担金を頂くということになって

おります。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 関連した質問なんですけども、わくわく公園については、

主に公園の管理が主な業務ということで、専門的なお仕事というか、そういう部分で従

来別に分けてしておられた。そうはいいながら、その一部を利用した先ほど答弁があっ

たバーベキュー等についてはホテルの収入になるということで、今回メリットの部分で

一体的な指定ということをとえられているのかなと思うんですけども、提案説明にあり

ました、専門的な公園の管理という部分が新たな指定管理者にとっては、結局は、また
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その指定管理者を受けた業者が委託というふうな形になりはしないかなというのと、一

体管理をしたときに、現在は不採算な部門ということで指定管理料が支払われてますけ

ども、一体管理をしたときには、その指定管理料の減額とか見直しが行われるのかどう

か。いわゆる一体管理をするしないによるメリットとデメリットを整理されて一体管理

というふうに持っていかれたと思うんですけども、その辺のところの少し経緯というか

を教えてほしいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。まず、今現在モンテ

・ローザの部分とわくわく公園の部分と指定管理が違ってくるということで、非常に御

存じのとおり隣接しているという部分がございます。現在、わくわく公園につきまして

は、樹木、芝生の管理とか水路の管理とか、樹木につきましても、低木の部分を管理し

ていただいてるということでございます。高木につきましては、別途、伐採、本当に専

門業者の皆さんといいますか、高所作業車等々の利用も含めて行って、別途その部分だ

け委託しているということでございます。

一体管理をすることによって、例えば芝生の部分を利用したアウトドアについて、新

たな指定管理者がそれを利用した料金体系を図るとか、経営的にも一体管理のほうが非

常に有利ではないかというような課内の中の話をさせていただいた中で、今回、取りあ

えず１年という区切りをさせていただいております。

３年間の公募につきましては、そういった形で一体管理、具体的に詳細につきまして

は決めてはおりませんけど、今後、公募に向けた形で詳細のほうは詰めていきたいとい

うふうにはとえております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４０号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１９ 第４１号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１９、第４１号議案、財産処分の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。
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〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第４１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４１号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２０ 第４２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２０、第４２号議案、財産処分の件を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。先ほどの越知の件も今回の件もなんで

すけれど、雇用について優先的に地元の雇用ということなんですが、実際これはどのぐ

らいの人数になりますか。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。地元優先雇用ということで、

具体的には、地元、いわゆる日本語の習得に向けた訓練といったような内容、そしてま

た、施設の管理といったような内容もございます。具体的には、人数、何名というふう

にはおっしゃってなかったというふうに思いますけれども、様々な分野で協力をいただ

きたいというところでございます。施設の管理、そして日本の風習をしっかりと教えて

いただくという日本語の先生といったような部分でも、ぜひ協力願えればうれしいとい

うふうにおっしゃっておりました。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４２号議案は、原案のとおり
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可決しました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１０時４０分といたします。

午前１０時２１分休憩

午前１０時４０分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。（「議長」と呼ぶ者あり）

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し辺地の

関係の部分で訂正と、それから補足のほうをさせていただきたいというふうに思います。

まず、辺地の償還でございますが、少し私のほうが錯誤をしておりまして、辺地につ

きましては、２年の据置きで１０年の償還ということでございます。訂正させていただ

きます。申し訳ありませんでした。

それから、辺地の計画につきましては、年次計画につきましては、年次計画の中で総

枠の中で変更は可能ということで、御理解をお願いしたいというふうに思います。

訂正と補足であります。よろしくお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） では、日程に戻ります。

・ ・

日程第２１ 第４３号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２１、第４３号議案、令和２年度神河町一般会計補正予

算（第９号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。１９ページなんですけども、健康づく

り対策のコロナウイルスワクチン関係で、１３り委託料、一番最後の ３２９万 ００ 

０円の中で、執行部の説明のときに書きよったんですけど、ちょっと書き切れないとこ

があって、新型コロナウイルスワクチン接種委託料 １９１万 ０００円、これの内訳 

をもう一回、参事、すみませんが、おっしゃっていただけますか。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。議員御質問

の １９１万 ０００円の内訳ということでございまして、内訳につきましては、接種 

の費用の関係で、基準額が ２７７円で、人数が１万 １１５人のける２回というとこ 

ろです。

２点目が、６歳未満の加算でございまして、基準額が７２６円、人数が３０９人、そ

れでのける２回ということです。

それから、３点目が、予そ費用でございます。これが基準額が ６９４円で、人数が

５００人ということでございます。この３点を合わせまして １９１万 ０００円とい 
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うことでございます。よろしくお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。６ページ目の繰越明許の関係

で、予算の執行管理についてのとえ方をお尋ねしたいと思うんです。

今回も４億円近い繰越明許をしているということでございます。２年度においてそれ

ぞれの理由において事業が執行できなかったということなんですが、その中で、商工費

なり、土木の２点、この３点について中心にお話ししていきたいと思うんですが、峰山

高原のスキー場のゲレンデ工事、これについては、一応当初予算の分につきましては工

事が済んでおるんですが、また新たに６９３万 ０００円ですか、工事が発生してると

いうその状況と、あと、積雪という要因の説明があったわけなんですが、これは緑化工

事につきましては、過去から、活着するようにということで植栽時期については何回も

言うてきたんやけど、同じく雪の関係で繰越しをせざるを得ないという理由なんですが、

それについての予算執行管理をどのようにとえられておるのかというのが１点です。

それからあと、土木費の水走り中河原線、それから作畑・新田線、これについても、

これまで元年度からそれぞれ事業の繰越しをしてきております。そして元年度から繰り

越してきた事業の完成時期が、年を明けた今年の１月なり２月という形になっとんです

ね。それ以降、確かに工区が違うから並行してできるとはいいながらも、やっぱり入札

を見てますと、年を明けてから何千万という工事の契約をされております。ということ

は、必然的に繰り越しせざるを得んじゃないかというような感じになってくると思うん

ですね。理由としては、交通の打合せで時間がかかったとか、それから使用材料の関係

で時間がかかったとかというような理由もありましたが、それならいっそのこと、もう

１年間、事業を全く見送って、単年度主義の中での予算執行というのをとえるべきでは

ないかということなんです。

辺地債につきましても、先ほどの話じゃないですけど、１年遅れで借入れをすること

になります。そういうことになりますと、神河町としての信頼度というんですか、それ

に関しても影響してくるのではないかと思いますので、予算執行の在り方というんです

か、執行というか、管理の仕方についてどのようにとえておられるのかの点をお尋ねを

したいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） まず、多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。峰山高原スキー場の

ゲレンデ緑化工事でございますが、元年度の繰越分と、それから２年度の当初予算の分

で一応整備をさせていただきました。元年度分については、最終１０月の末で完成をし

ておりますが、残りのセンターハウスの周辺の部分が残っております。

１０月、２年度の当初予算の分の精算を待って、それから残った予算の中で発注をか

けるということでございましたけども、今現在、１０月の終わり、それから１１月にな
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りますと、今度は１２月のオープンに向けてのゲレンデの準備等々もあり、また、１２

月から３月ぐらいまでは、当初提案があったとおり、積雪等によりできないというよう

なことでございますので、繰越しをさせていただいて、３月に契約して４月早々に着工

したいというようなことで現在とえております。

おっしゃられるとおり、予算執行管理からいうと、もっと早く売ればというようなこ

ともございましたけど、以上の関係で繰越しということにさせていただいております。

御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 次に、野 建設課長。

○○○課○（○ 直規君） 建設課、野 でございます。町道水走り中河原線及び町道

作畑・新田線の工事の執行の件でございますが、町道水走り中河原線におきましては、

大詰めのところまで来ておりまして、早急な開設をしていきたいというふうなとえの下、

進めさせていただいておりますが、何分、工区分けも難しく、それぞれ順次やっていく

というふうな中で予算を執行していっております。その中で、いろいろな、障害とは言

いませんが、交通の関係とか関連する他の協議をしていかないけない関係機関とか、そ

の辺との調整等の遅れがございまして、スムーズな事業執行に至っていないのが現状で

ございます。

それから、町道作畑・新田線におきましては、随時、執行していく予定で進めており

ますが、まだ一部用地の問題等、解決をしてない部分がございまして、この点につきま

しても開設していく工区の選定に苦慮をしているというところでございまして、何分事

業がスムーズに執行していっていないというふうな形で、大変申し訳ございませんが、

こちらのほうとしましては、早期の開設に向けて進めさせていただいているというのが

実情でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。繰越明許に

関する部分につきましては、三谷議員さんの御指摘のとおりだというふうに思ってござ

います。繰越明許につきましては、会計年度の独立の例外というところでございまして、

本来であれば、年度内の事業につきましては年度内に執行する、計画的にやるというと

ころが原則でございます。その中で、要件としての理由が成り立つものについては、明

許が認められてるというところで認識をしてございます。

基準としましては、会計検査院等から出ているような繰越事由というところを基準に

しているところでございまして、ただ、補正と併せて繰越明許というところの要望が出

てくるところでございまして、今後は、十分にその執行計画等につきましても、それか

ら繰越しの要件でございます理由につきましても、財政としまして原課のほうから早い

段階で十分に聞き取り等をやりながら、適切な執行ということに努めてまいりたいとい

うふうに思いますので、よろしく御理解をいただきたいというふうに思います。以上で
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ございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） １０番、栗原です。１３ページ、社会福祉費補助金の中

で、人生いきいき住宅事業補助金があるんですが、これ、いい制度だと思うんですが、

その制度の説明をもう一度教えてほしいんと、その申請減によってマイナスになってる

ということなんですが、この理由はどういうことでこうなったのかというのを教えてほ

しいんです。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。人生いきいき住宅助

成事業につきましては、一般と特別型がございます。一般につきましては、６５歳以上

の方が住宅改修を行う、これも、その住宅改修を行って、最後まで自宅のほうで生活を

するということを目的として行います。特別型というのは、身体障害者手帳と、あと介

護保険の認定をされている方、この方について補助をしていくことになっております。

それぞれ一般と特別型では具体的には補助率が変わってくる、また、上限金額も変わっ

てくるというところになっております。

本年度、６月、９月という形で人生いきいき住宅改修の補正を上げさせていただいた

んですけども、年度当初かなり申請のほうが多かったというところで、このままいくと

予算では足らないという状況で、補正を２回させていただきました。ところが、その後、

思ったほど進まなかったというところで、金額のほうが余ってしまったということで、

今回補正のほうで落とさせていただく、当然それに伴って国、県の補助金のほうも落と

させていただいたというところでございます。ただ、この事業につきましては、一応１

２月末で締切りをさせていただいて、３月中までに工事が完成しないと補助対象になら

ないというところがありますので、実は去年の１月、２月、３月に相談があった方につ

いては、そのような事情がありますので、４月以降に申請をしてくださいというような

話を毎年しております。

ですから、年度当初にどっと申請のほうが多かったというところで、このままでは予

算のほうが足りないというところで補正をさせていただいたんですけども、補正が通っ

た後、ほぼ申請のほうも出尽くしていたというような状況で、大変申し訳ないんですけ

ども、今回補正で減額をさせていただいたというところでございます。具体的な補助内

容については、個々に相談を受けながら、その方もしくは家族の方、また、業者の方と

説明をさせていただいてますので、簡単な説明にはなりますけども、以上、説明と代え

させていただきます。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） その補正を上げてから、こういう制度があるっていうＰ

Ｒはされてましたか、その辺ちょっと教えてください。
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○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） ＰＲというのは特にしてはおりません。ただ、介護保

険のパンフレット等でこのような助成制度がある、また、障害者の方については、一覧

表、このような障害のサービスがありますよという一覧表を毎年作っております。窓口

に来られた方にそのようなパンフレットをお渡しさせていただいてるのと、あと、新た

に手帳を交付される方についても、そのようなパンフレットをお渡しさせていただいて

るというところでございます。また、ケアマネジャーさん等々を通して、このような補

助事業もありますよというところについては周知をさせていただいてます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） せっかくのいい制度なんで、補正まで上げてやるんであ

れば、いろんな形で、一番当初なんかやったら人があふれるほど来られたということを

今言われてますんで、やっぱり県に返納するんじゃなくて、有効に活用してほしいと思

うんで、今後そういう形で進めていってほしいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） ありがとうございます。健康福祉課、桐月でございま

す。広報紙、また、ケーブル放送、それからいろんな形の媒体を使って皆さんに周知を

これからもさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。先ほど三谷議員の質問とも少し関連

するんですけども、６ページの繰越明許費の一番上の廃校施設跡地活用の整備事業、こ

れは大山小学校の跡地の活用した公園等の整備というふうに理解してるんですが、 ８

８４万円が未契約繰越しということで、予算書１８ページの教育費のところを見ますと、

最後の諸費のところで、今回、工事請負費が １５０万円最額補正をされているという

状況があります。

まずは１つ聞きたいのは、この最額の補正の工事の中身ですね。この差額が恐らく当

初で予定されてた工事だと思うんですが、当初どのような工事が予定されていて、今回

の補正によってその工事がどのように変更になるのか。変更額のほうが大きいわけです

から、その中身を教えてほしいのと、もう実際、予算編成の時期には、今の校舎の取壊

し等についても遅くなってたわけですから、本来ですと単年度主義でいくと、今回の３

月補正で一旦この整備費については減額されて、令和３年度で新たに上げられるという

形のほうがきれいかったんじゃないかなと思うというのが２点目の疑問です。

それと、特定財源として地方債が ９４０万円、これは３２ページの地方債の一覧表

の下から２番目、１８番で ９４０万円が新たに特定財源として今回３月補正で上がっ

てるんですけども、この ９４０万円と未契約繰越しで繰り越されようとする ８８４ 

万円、この差異についてもちょっと分からないので、教えてください。
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○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。まず、１点

目の関係でございます。これにつきましては、廃校解体後の公園等の整備というような

ところでございまして、まず繰越しになったのは、解体の工事が着工が少し遅れたとい

ったところで、それに伴いまして繰越しをお願いしたいというようなところでございま

す。そして最額になってる部分につきましては、この間、地元のほうと十分に協議を進

めてきてるわけでございまして、その中で、当初は倉庫でありますとか、それからトイ

レ、そういったところのものを中心に整備というようなところの計画をしてございまし

た。

具体的なところは、予算の措置の段階ではまだ地元と詰めていなかった状態でござい

ますので、それ以降で地元とも数回、関係区長様を中心に御協議をさせていただいた中

で、あずまやでありますとかトイレでありますとか、そういった位置、それから少し使

い勝手のいいようなところで、跡地のところの公園的な部分で使っていただけるように

整備をしたいというようなところで、少し思っていたところよりも調整をさせていただ

いた中で、事業費のほうが膨れてきたといったところが変更のところの内容でございま

す。

それから、２点目のところでございまして、繰越しという形で取らさせていただいて

ございます。御指摘は、一旦補正で減額をした中で、再度３年度の予算に上げるほうが

いいのではないかというようなところのお話でございますが、解体の部分と跡地の整備

の部分を含めて一体で過疎のほうの計画のほうにのせてございまして、その関係で繰越

しというような形のほうになっていったというようなところでございます。

それから、３点目の差額の部分のお話でございますが、５０万円という差額というよ

うなところでございまして、それにつきましては、解体工事のところで、一体的にやる

というようなとえ方の下で少し予算のところの残が出ましたので、そちらのほうを流用

させていただいてるというようなところでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 繰越しになったのは、現行法でいう過疎の計画と今後制

定される新法の過疎の計画は分けなければならないと、そういう意味なんでしょうか。

そういう理解でよろしいですか。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。先ほど申し

上げました過疎の関係につきましては、新過疎法に基づく部分ではございませんので、

澤田議員さんのおっしゃってるところでの部分でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。ちょっと教えていただきたいです。

－２０９－



１０ページの歳入のところの説明で、固定資産税のところです。影響は、コロナによ

るる予特例でというお話だったと思うんですけども、この減額分の ９５８万 ０００ 

円が丸々そのる予特例分なのかどうかを教えていただきたいのと、これちょっと私の理

解が間違ってたら御指摘していただきたいんですけど、多分る予特例は１年ですかね。

そしたら、例えば、この ０００万そが丸々る予の分であれば、次期の３年度予算にそ

の分が影響というか、のってるのかどうかというのを教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 長井税務課長。

○税務課○（○井 千晴君） 税務課、長井でございます。固定資産税の減額分になりま

すけども、徴収る予の特例分についての減額については、このうち ５００万円が徴収

る予の特例になっております。それ以外は、やはりコロナの影響により納付が遅れてい

るというところが原因になっております。

また、る予特例分が１年後の納期限になっておりますので、通常でありましたら固定

資産税の第１期が５月３１日ですので、１年後、令和３年５月３１日までに１期が入れ

ば出納閉鎖までになるので令和２年度の収納になるんですけども、令和２年度につきま

しては、土曜日、日曜日の関係で固定資産税、第１期の納期限が６月１日となっており

ます。それによりまして、一番最初の徴収る予特例が令和３年６月１日まで納期限が延

びておりますので、それまでに納付していただくことは可能ではあるんですけども、そ

こまで延ばされた場合には令和３年度収納になりますので、令和３年度の滞納繰越分の

ほうに幾らか見込んで計上しております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ちょっと教えていただきたいんですけ

ども、３０ページの一般会計補正予算の新規事業説明一覧の中で、一番最後の行ですけ

ども、小学校費の中で教育活動継続支援事業として、目的が、学校の感染対策の徹底を

図りながら、コロナ禍に対応する教職員の資質向上を図るとしてあります。それから事

業内容として、学校教育活動を円滑に継続するために必要な取組を支援するとあります

けど、この必要な取組、当町ではどういう取組をされてるのか、ちょっと教えていただ

きたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。３０ペー

ジの学校教育活動継続支援事業２４０万円、小学校の分につきましては、未契約繰越し

ということで、３年度に繰越しをさせていただく分でございます。内容につきましては、

感染症対策を強化するというところでございます。

当町の予算につきましては、その感染対策の消耗品であったりとか教職員の資質向上

に係る研修費として、１校当たり１０万円を計上しております。それと、備品購入とい

うことで、１校当たり、空気清浄機、単価として１０万円を各校２台ずつ購入するとい
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う予定にしております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。もう１点教えていただきたいです。

２４、２５ページの小学校費、中学校費のパソコンリース料の減額ですね。これ私、

すみません、説明で聞き逃してて、ＧＩＧＡスクールまでは聞いてたんですけども、恐

らくそのＧＩＧＡスクール絡みの事業確定による減額だと思います。その理解で正しい

のかと、この際なので、ＧＩＧＡスクールのいわゆる進捗状況、それを教えていただき

たいですね。今後といいますか、例えば４月１日からこういったことをしますよみたい

なことがあれば、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。２４ペー

ジの分で小学校費がパソコンリース料７２１万 ０００円減額しております。中学校費

でパソコンリース料として３５０万 ０００円を減額しております。この部分につきま

しては、要因として２つございまして、１つは、ＧＩＧＡスクールの関係のサーバーの

設置であったり、教職員のパソコンであったり、電子黒板、書画カメラ等々の購入して

おります。その分のリース代金、５年間ということなんですけども、それをリース契約

をさせていただいておりましたが、当初より少し導入が遅れたというところでございま

して、８か月を本年度見ていたのが１１月の契約になりましたので、５か月ということ

になりまして、その分が小学校費で５４７万円の減、中学校が２７４万 ０００円の減

です。

残りとしましては、令和２年度の６月補正で計上させていただきました、無線アクセ

スポイントに係る管理ソフトのライセンス料というところで上げさせていただいたんで

すけども、当初はまだ現場確認ができずに概算で予算を上げていたということもあった

んですけれども、その中で、アクセスポイント、要は無線ＬＡＮの中継ポイントになる

んですけども、ちょっと業者と相談しまして、要はより充実させるというところでアク

セスポイントの数を最やしたんですけれども、その中で、補助申請をする中で、やはり

国全部がそういったところで国の予算が全然足らないということになりまして、補助金

のほうが申請額よりも配分という形で参りましたので、そこで改めて、また学校のほう

の現場を確認して見直しをしたところ、このアクセスポイントが発生するまで届かなく

て、予算の中で要はＷｉ－Ｆｉ環境が保てるという結論が出ましたので、結局６月に上

げさせていただいたアクセスポイントのライセンス料につきましては、このたびで全額

落とさせていただくということになりました。金額としましては、小学校費が１７４万

０００円の減、中学校費が７６万 ０００円の減ということでございます。金額の内 

容につきましては以上でございます。

あと、ＧＩＧＡスクールの進捗ということでございます。今後、臨時休業等も踏まえ
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ながら、家庭でのタブレット、今もタブレットを学校で活用しておりますが、家庭での

オンラインというところに向けて進めていくわけですけども、まだまだそこのところ、

教師の指導力であったりとか、そういうものも含めて今検討中でございまして、これに

ついても今年度スクールサポーター配置事業というところで専門家の支援をいただいて

おりながら、端末の使い方であったりとか今後のオンラインの方向性を検討していると

いうところと、来年度、単費ではございますが、１年間またそういったサポーター的な

支援をいただく予算も上げさせていただいておりまして、その中で進めていきたいと思

っております。

現時点では、まだ家庭に持ち帰るというところまでは進んでいないんですけども、こ

のコロナの環境の中で体育館での終業式であったりとか集会は現在しておらず、各教室

で先生が画面に映して、教室で終業式であったりとか集会を行っているというような状

況で、そういった中でタブレットであるとかいうところを活用したりしております。ま

た、一部の授業でも少しずつ授業の中でタブレットを活用しているというところでござ

います。長谷小学校については集会とかは一堂に会してやっておりますが、その他の学

校については、まだ体育館で一堂に会して行っていないというところでございます。以

上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかに。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。３回目です。１９ページの一番下の

衛生費の委託料の、先ほどほかの議員さんからの質問で、新型コロナウイルスワクチン

の接種委託料、これの算出の根拠の住民の人口が、１６歳未満の方も含めた人口がこの

基礎の算出の根拠になってたと思うんですが、現在ファイザー社の分については、事前

の治験で安全性や有効性が確認されないということで、当分の間は１６歳以上の方が対

象ですよということで、いろいろとマスコミ等もＰＲは行われてまして、住民の方々か

ら子供たちはどうなるんやということをお聞きするわけですね。それで、そういうこと

はどうなるのか。

先ほどの接種の委託料の算出根拠からいうと、行く行くは子供たちも接種が行われる

というふうに思っていいのか、その時期がいつ頃になるのか、どういう要件でなるのか

ということを教えてほしいのと、昨今の国会の審議等を聞いてますと、この前の民生福

祉常任委員会とか３月の補正の内容等をお聞きした以後も、結構スケジュールがどんど

ん遅れていってると思うんですけども、現段階で神河町でどのようなスケジュールをと

えておられるか、この２点をお尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。澤田議員の質問にお

答えをさせていただきます。

先ほど言われましたとおり、ファイザー社につきましては、１６歳以上ということに
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なっております。治験のほうがまだ進んでいないというところでございます。ただ、ア

ストラゼネカ、これが今、厚労省のほうに承認の申請をされていると。あと、モデルナ

社については、まだ未申請ですけども、これからされるというところで、このファイザ

ー社以外につきましては、１歳以上の子供さんもできるというような話が出ております

ので、このワクチンのほうが日本のほうに入ってきて、各自治体のほうに配布をされる

ようになれば、全ての住民の方が接種できるということになりますので、それを想定し

て予算のほうは全住民の予算を組んでおります。

今後の予定でありますが、なかなかＥＵが管理をしていて、日本のほうに輸出をされ

るというワクチンのほうが少し不確定な部分があります。ただ、町としましては、予定

どおり４月の１７日から接種ができる体制で今予定を組んでます。４月の１７日から予

定を組んでますが、入ってこない場合は、それを何日かずつ後にずらしていくという形

でもう既に予定を組まないとやはり間に合いませんので、一応そのような形で病院とも

調整をさせていただきながら準備を進めているというところでございます。

また、住民の方の周知というところで、１６歳未満の子供さんはどうなるのかという

ような不安も持たれてると思いますので、４月号の広報にもページのほうを割いて、ま

た、チラシのほうもいろんな形で皆さんに周知ができるようなことをとえていきたいと

いうふうに今思ってますが、ただ、ころころと国のほうが今変わっているというところ

で、あまり不確定な部分までは出せないというところがありますので、その辺をと慮し

ながら、町民の皆さん方に不安を与えないような形で周知のほうをしていきたいという

ふうに思います。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認めます。よって、第４３号議案は、総務文

教常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２２ 第４４号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２２、第４４号議案、令和２年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第６号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。
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〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４４号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２３ 第４５号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２３、第４５号議案、令和２年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４５号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２４ 第４６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２４、第４６号議案、令和２年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第５号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２５ 第４７号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２５、第４７号議案、令和２年度神河町訪問看護事業特

別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕
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○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４７号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２６ 第４８号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２６、第４８号議案、令和２年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４８号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２７ 第４９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 次に、日程第２７、第４９号議案、令和２年度神河町寺前地区

振興基金特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２８ 第５０号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２８、第５０号議案、令和２年度神河町水道事業会計補

正予算（第５号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

討論に入ります。討論のある方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第５０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第５０号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第２９ 第５１号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２９、第５１号議案、令和２年度公立神崎総合病院事業

会計補正予算（第４号）を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第３０ 第５２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３０、第５２号議案、令和３年度神河町一般会計予算を

議題といたします。

質疑に入る前に、若干申し添えさせていただきます。

一般会計につきましては、配付しておりますとおり、議長から指定します質疑の範囲

において、同一議員、質疑３回の原則を適用します。

以上、議員各位には、格段の御協力をよろしくお願いをいたします。

それでは、本議案に対する質疑に入ります。

まずは歳入について、事項別明細書、１款町税から１１款地方交付税、１５ページま
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でをお願いいたします。ございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 予算説明資料の１１ページのところの固定資産税の部分

について少しお尋ねをしたいと思います。

固定資産税、土地については、今回の評価替えによって少し前年度の課税標準から見

ると、かなり減額になってる、家屋についても経年劣化で減額になっている、償却資産

については、後ろにあります収入見込額のところの大河内発電所分が、前年度の当初で

は４億 １６４万 ０００円であったものが、今回５億 ４９６万 ０００円というこ   

とでプラス ３３１万 ０００円の最額ということで、この分については新たな発電施 

設の分ということで最額になってるというふうに理解はしとんですけども、１５ページ

の地方特別交付金の新型コロナウイルス感染症対策の地方税の減収補填分、この部分が

６００万円今回当初予算に計上されてるんですけども、この部分は、令和２年度と令

和３年度の差というふうに理解していいのか、令和２年度分で課税標準の特例、また、

徴収の繰越し、延期、そういったものでこの ６００万円というのが計上されてるのか。

固定資産税の前年度の当初の調定額や今年の調定額と比較したときに、少しこの１５ペ

ージの ６００万円がどのような形で算出されてるのかというのがちょっと分かりませ

んので、それを教えてほしいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 長井税務課長。

○税務課○（○井 千晴君） 税務課、長井でございます。まず、固定資産税のことにつ

いて説明させていただきます。

こちらのほうは、令和２年度と３年度の差は、３年度のほうが大河内発電所の関係で

最えております。通常でしたら、ここが減ってる分が交付税のほうになるかというのが

とえ方だと思いますが、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新し

い経営環境にある中小事業者であったりとかが、償却資産と事業用家屋における課税標

準を２分の１またはゼロとする特例が設けられております。それによって、通常であれ

ば令和３年度の償却資産の固定資産税がもう少し最額になる予定ではあったんですけど

も、そちらのほうを見込みまして通常の約２０％減として予算に上げておりますので、

その分についての交付税算定措置となっております。その減額になる分については、新

型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により全額国費で補填というこ

とになっておりますので、そういった中小企業者の償却資産の減免分を見ております。

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し補足に

なるかどうか分からないんですけども、まず発電所の関係部分につきましては、償却の

更新で ６００万円程度というところの最額の見込みでございます。これを除きまして、

単単に従前の部分の償却の減が ３００万円程度の減になるところでございます。
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それから、新たに地方特例交付金の関係の部分につきましては、コロナによる影響部

分というところで ６００万円を見込んでございます。これにつきましては、交付税に

おきます基準財政収入額の算入がないというところで、交付税の中で措置がされている

というふうなことになってございます。それから少しほかの部分で、特例措置によりま

す徴収る予につきましても基準財政収入額には算入されないということで、措置をされ

るということでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） １番、安部です。１１ページの地方交付税ですね。これ

については、昨年度から大きく減額をされておるわけなんですけども、説明を聞いたと

きには、普通交付税が減額になったということなんです。それについての大きな原因と

しては、国勢調査による人口減少があったということの現れなんかどうか、その辺のと

こをお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。普通交付税

につきましては、少し大きくと言ったらおかしいですけども、大きく減少というところ

でございますが、総額的には臨時対策債のほうに回っているというようなところでござ

います。

内容のところで要因的なところでいきますと、今回の令和２年度の国勢調査の人口を

反映するというふうになってございますので、そういった部分で需要額のほうが減少し

たというところが１点でございます。そして収入額の部分については、若干減ってると

いうようなところでございまして、それから一本算定に係る部分が少し減ったというよ

うなところもございます。

今回の部分につきましては、相当程度、国の経済というところで落ち込みがあるとい

う中で、その中でも、国のほうでは、金庫を開いて地方のほうに例年部分並みのところ

の交付税措置をするというようなところで地方債計画のほうは出てございます。その中

で、臨時財政対策債のほうが大きく上がったというところで、地財計画の見込みでは臨

対債については⒈５７倍というようなところになってございまして、総額的には実質部

分は少し最えてますが、例年並みの交付税総額は確保されてるというようなところで認

識をいたしております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。先ほどの安部議員の交付税の

関係ですが、説明資料の１５ページを見ますと、ここに地方交付税のことが書いてあり

まして、この地方財政計画の率、交付税については⒌１％の伸びですよと書いてありま

す。この⒌１％の中に先ほど言われた臨時財政対策債も含んで⒌１％伸びたのか、単粋
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に交付税だけで⒌１％伸びたのか、その分をはっきり教えてほしいんです。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。地財計画の

伸びといったところでございまして、ともに臨対債を入れましたら伸びているといった

ところでございます。すみません、少し若干同額程度というようなところでございまし

て、臨対債の合計を入れまして若干の４％ぐらいの減というところで仮試算のところ

では出てございます。それから水準超経費を除いた交付団体ベースでは、６％程度最

えているというようなのが地財計画上の部分でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 澤田です。予算書の１３ページ、町税の個人住民税のこ

とについてお尋ねします。

昨年度当初、また、令和２年度の現在の調定額と比べると、 ０００万円程度減額、

去年よりは税収が少なくなるという予算になってるんですけども、これは、やはりコロ

ナウイルスの関係での住民の方々の所得の落ち込みというふうに理解をすればいいんで

しょうか。お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 長井税務課長。

○税務課○（○井 千晴君） 税務課、長井でございます。現在のところ、大きく変わっ

てるところはなかったんですけども、出てきています給与支払い報告書であったりとか、

そのデータを見ましたところ、若い方の仕事の職場離れというのが目立ちまして、そう

いったところを見込みまして、全体の課税額のほうはまだ大きく変わってないかと思わ

れましたが、やはりたくさん離職されてる方というのが大きくとえられましたので、コ

ロナの影響を受けたものとしてこれだけの減額をさせていただいております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

次に、１２款交通安全対策特別交付金から２２款町債、３１ページまでをお願いいた

します。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

それでは、これより歳出に入ります。

１款議会費、３３ページまでをお願いいたします。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

次に、２款総務費、５０ページまでをお願いいたします。

小寺議員。

－２１９－



○議員（４番 小寺 俊輔君） 小寺です。すみません、予算説明資料の３１ページのほ

うでお聞きします。

この真ん中ほどに総合行政用コンこュータ運営事業で１億 ０００万程度上げられて

るんですけども、前年度に比べて ２６４万 ０００円と大きく予算がるね上がってる 

んですけど、この要因を教えていただけますか。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。説明資料３１ページの総合行

政用コンこュータ運営事業で昨年比 ２００万円余りの最額理由ということですね。

１つは、システム更新ということで、グループウエアの更新に関する部分、それから

インターネットを見に行くライセンスのいわゆる使用料に関する部分、そして住基の関

係のタッチパネルの更新に関する部分、合わせまして約 ４００万ほどが最額になって

おります。

それから、システム改修ということで、基幹系の業務ということで、税とか戸籍とか

になりますけれども、その部分の更新に関する最額が ０００万余り、 １００万近く 

ございます。それからパソコンのリースということで、昨年度において基幹系の業務に

ついて５年間契約をしておりましたけれども、プロポーザルによって契約事業者の更新

決定をさせていただきましたけれども、その昨年の契約分が１０月末であったために、

４月から１０月まで、４、５、６、７、８、９、１０ということで７か月分のリース料

を計上しておりました。それが、実際に業者が継続ということになりましたので、１１

月分から５か月分のものを最額して１年分ということで予算計上しておりますので、こ

の部分が７００万余り出てきております。ほかに少額の部分がございまして、合わせて

２００万余りの最額ということになってございます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 説明資料の３２ページの上から４行目、新規事業として、

行政オンライン手続推進事業、これは要は国が進める印鑑の押印の廃止ということで、

ここに、ただ、オンライン手続というふうになってるんですが、これの中身、どのよう

なことをどこまでとえておられるのか、教えてほしいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。行政手続の

支援業務委託料というところでございまして、まず目的といたしましては、行政の押印

制度等の見直しを図る中で、書類等の規制、対面等、コロナを受けまして、そういった

ところを進めていくというような目的を持ってございます。

そして何をするのかというような御質問でございます。どういった形でこういった行

政手続のデジタル化、オンライン化等を進めていくかというような、実施の大枠の要領、

それから書面規制、押印でありますとか対面規制の見直しの基準、そういったものをま
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ず作成をいたしまして、そしてそれに基づきまして、例規等に基づきます行政手続等の

抽出等を調べてまいります。それで、最終的にそういった例規との整合等を取りながら、

一覧等を各課のほうに提示をいたしまして、さらにそういった部分の内容の確認をして

いただくというような形のことをとえてございます。

そしてそれに伴います押印の廃止に伴いまして、法令、条例等の改正等が必要なもの

はあるかどうかといったところの部分を調べていきます。最終的にそういったところの

取りまとめをし、整備ができましたら、本格的に行政のオンライン化の手続を少しそう

いった方針の下に進めていきたいというふうなところでございまして、今年度につきま

して予算化をしてるのは、特にそういった準備の部分で十分に漏れ落ちがないかという

ことを調査をしていきたいというような経費で計上させていただいてございます。以上

でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） ということは、要は行政の手続に押印を廃止するために

どうすればいいかということを、役場の業務全てについて業者にお願いして整理をする

ということなんですね。

○議○（ ○ 良幸君） 岡部特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。澤田議

員さんおっしゃるとおりの内容でございます。条例整備等を行わないことには次の手続

にいけませんので、まず、そこら辺を上位法とかの審査をしながら進めていくというこ

とで、そういった例規の専門業者との協力によって進めていこうという、そういう予算

でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ５０ページまでを終結します。

ここでお諮りします。昼食のため暫時休憩といたします。再開を１３時ちょうどとい

たします。

午前１１時５３分休憩

午後 １時００分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、３款民生費、５９ページまでをお願いします。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。５８ページの委託料、縁結び事業委託料なん

ですけども、これ１００万円上がっとんですけど、これまでに、さくらんぼの会とか、

いろいろこういう系列の事業をやられておるんですけども、それの進捗といいますか、

成果はどういうふうな成果が表れておるのかということをお聞きしたいと思います。
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○議○（ ○ 良幸君） ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この間、今年については、コロナ禍というところで、イベント等については極力少人数

のイベントという形で、２対２とかといったような形でのお見合いをしたりとか、オン

ラインの取組もさせていただいております。今年度については、成婚についてはござい

ませんけれども、まだその２対２のお見合い等でやり取りを続いているといったような

実績も上がっておるというところでございます。

それから、これまでの過去からの取組の中で、本年度において、平成３０年度の婚活

イベントでカップルになられた方が１組御成婚という形になっております。以上でござ

います。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） １０番、栗原です。説明資料の４４ページ、防犯対策の

ところで、町管理の防犯カメラ、今年３基つくみたいなんですけど、これはどこになっ

てるかというのが１点。

それと、その上の社会福祉総務というところの金額、これ１０４万になっとんですが、

説明資料で見ると、合計すると１５０万ぐらいになるんですが、その２点ちょっと教え

てもらえませんか。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。まず、１点目の栗原

議員御質問の防犯対策事業の防犯カメラの３か所の場所だと思います。令和元年、２年

度におきまして、国道、県道におきまして他市町にまたがっている箇所におきまして防

犯カメラを設置いたしました。そして来年度からにつきましては、国道、県道以外、町

道ですとか、ほかの路線で主要な交差点につきましても設置をすることによって、その

またがる場合に全てをカメラで捉えることができるというそういった場所ということで、

まず町道なんですけれども、新野の一番南の、ちょっと町道名は分かりませんけども、

県道より１本ＪＲの東側の町道の市川との境に１か所、それから岩屋地内で県道加美宍

粟線で、岩屋のあの旧の町道高坂線ですね、昔、桃園がございました、あそこの交差点。

それから、あともう１か所は、新田区内の林道水谷線と町道作畑・新田線の交差点、そ

の３か所でございます。

２点目、すみません、１０４万 ０００円は合ってると思うんですけども、財源内訳、

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。

すみません、 木でございます。ちょっと今から調べますので、後から報告させてい

ただきたいと思います。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） 今の新しい防犯カメラのつくところを教えてもらったん
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ですが、実は数か月前ですか、岩屋のほうで車上狙いがあって、その持ち主の方が車上

狙いで携帯とかいろいろ盗られたんですけど、探知してもらったら香美町のほうで出て

きたと。警察のほうにも入ってもらって調べてもらったんですが、岩屋のとこのその防

犯カメラが岩屋地区のカメラで、全体が全然捉えられなかって、結局せっかくついとっ

ても意味がなかったということがあったんです。だから、つけてもらうときに、やはり

両方とも写るように、そういう位置設定をきちっとしてつけてほしいというのが希望な

んです。それだけです。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 木でございます。栗原議員の質問といいますか、御

意見につきましてですけれども、岩屋につきましては、県道加美宍粟線と県道岩屋生野

線の交差点ということで、主要な交差点であるということで町としても位置づけており

ますけれども、先行して区のほうが防犯カメラの設置をしていただきました。

今の防犯カメラにつきましては、区所有で管理されておるんですけれども、先般のそ

の事件におきまして、画像が写っていなかったということをこちらもお聞きしてるんで

すけれども、ちょっとやっぱりあの道路、南から越知谷方面へ行く車がスこードを出し

て通過をするということで、今１台ついてるんですけども、それを２台にしなくてはな

らないということをあの箇所においてはとえてます。ということで、主要な交差点とい

うことで、もう１台の追加と今ある１台につきましては、もう町のほうで管理をすると

いうことで、できましたら来年度もその追加といいますか、そのことも今のとことえて

おります。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

次に、４款衛生費、６６ページまでをお願いいたします。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。説明資料のほうの６１ページの一番

上の行に新規事業として、感染症対策健康づくり事業が上がっておりまして、その中に

備品購入費としまして３１７万 ０００円の予算が措置されておりますけども、これは

どういったものを購入されるんでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。備品購入費につきま

しては、子供さんの知育し具が約９万円、それから体組成計１４７万 ０００円、スチ

ームオーブン約３万 ０００円、スチールーが４万 ０００円、それとー管年齢・スト 

レス測定器で１４３万円、あと、ポケトークといいまして、手話通訳に使う機械になり

ますけども、９万 ０００円、以上、内訳です。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。
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○議員（11番 澤田 俊一君） その備品をそれぞれ置かれるとこって、どこに置かれる

んですか。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。ポケトークにつきま

しては、本庁舎と支庁舎とそれぞれ窓口のほうに置きたいというふうに思ってます。そ

れ以外については支庁舎のほうで管理をさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点教えていただきた

いと思います。

予算説明資料の６１ページです。今回新たにインフルエンザ予防接種推進事業という

ことで、これは新型コロナウイルスとの重複感染等の絡みの中で新たにこういう事業が

設けられたようですが、今回のこの新しい事業と、これまで行ってきたインフルエンザ

の予防対策等の分との違いというんですか、どこがどう強化されたかいう分の、その内

容の説明だけお願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。まず高齢者につきま

しては、これまで本人負担が ５００円でさせていただいてました。今回コロナの予算

がつくというところがありますので、高齢者６５歳以上についても、本人負担はなしで

令和３年度はインフルエンザを実施したいというふうに思っております。

それと、中学生全員につきまして、これも無料で予防接種のほうを実施したいという

ふうに思ってますし、あと、４０歳から５９歳までの身体障害者手帳で、心臓、腎臓、

呼吸器、免疫機能の障害を持っておられる方、この方についても免除をさせていただき

たい。それと、今、中学生と言いましたが、１歳から小学６年生までの方に対しても本

年度は無料で実施したいということで、免除の幅を広げさせていただいたというところ

でございます。（「議長、先ほどのは後で」と呼ぶ者あり）

○議○（ ○ 良幸君） 結構です。

木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） すみません、先ほどの民生のところで栗原議員からの

御指摘の予算説明資料４４ページ、上から２つ目の社会福祉総務経常事務事業でござい

ますけれども、その右から２列目の主な事務事業の説明といたしまして、その中の３行

目からの目費等の事務費５１万 ０００円、この分を目除させていただきたいと思いま

す。その分につきまして修正をさせていただきます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 後で差し替えするの。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 差し替えします。

○議○（ ○ 良幸君） 後ほど差し替えさせていただくということでございます。御理
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解ください。

続いて、衛生費、ございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。先ほどの三谷議員の関連でお聞きしま

す。

今、健康福祉課長が、高齢者や１歳から中学生というのを説明していただいたんです

けど、それの想定対象人数、それを教えていただきたいのと、この定期インフルエンザ

と任意インフルエンザの違いっていうのも併せて教えていただけますか。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 取りあえず人数のほうを先に説明をさせていただきま

す。

定期インフルエンザというのは、６５歳以上の高齢者を指しております。人数としま

して、 １５９人の７２％が接種されるであろうということで予算を組んでおります。

次に、１歳から１２歳までにつきましては、８６０人を想定しております。ただ、小

学生以下につきましては、２回に分けてインフルエンザを接種するということに想定し

ております。その率としましては８５％を想定しております。

次に、中学生につきましては、１９１人の９０％を想定しております。それと、身体

障害者、それから生活保護の方等々を合わせまして、１３３人、９０％が接種するとい

うところで予算のほうを見積りをさせていただいております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

次に、５款農林水産業費、７４ページまでをお願いいたします。質疑のある方。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。説明資料の７５ページの一番最後の説

明なんですが、ここに③各団体が行う水産多面的機能発揮対策の負担金として２団体と

いう団体が上がってる、この２団体はもう決まっておるんですか。

○議○（ ○ 良幸君） 前川地域振興課特命参事。

○地域振興課副課○兼農林業特命参事（前川 穂積君） 地域振興課、前川でございます。

この水産多面的機能発揮対策を３年度に行います２団体は、長谷漁協と寺前漁協でござ

います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） 小寺です。予算書でいいますと、６９ページの下から２

番目、営農継続支援補助金のことで少しお聞きします。

説明資料ですと、７０ページの下から３段目のことなんですけども、これは質問とい

－２２５－



いますか、教えていただきたいんです。要はコロナによって価格が低迷というか、下落

した分を援助するというものだと思うんですけども、水稲で１５円から３０円、小豆で

キロ２００円という金額を算出されてますが、これは、全国的な平均でこれだけ落ちた

からこんだけのを補償するいうものなのか、いや、そうではないですよと、神河町では

こんだけ落ちたからこの金額にした、いわゆる金額の算出根拠、それを教えていただき

たいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 前川地域振興課特命参事。

○地域振興課副課○兼農林業特命参事（前川 穂積君） 地域振興課、前川でございます。

それぞれの価格の算出根拠としましては、ＪＡの買取り価格を参とにしておりますので、

町独自の金額でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。質疑は終わってよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

次に、６款商工費、７８ページまでをお願いいたします。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 説明資料の７６ページの一番上の行、新規事業で商店街

お買い物券・ポイントシール事業ということで新たに予算措置がされてるんですけども、

いわゆるその対象となるお店、従来からいろいろと指摘をしております町外資本の大き

な部分についてもこの事業の対象になるのか、経営が対象になるのかどうか、教えてく

ださい。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。商店街お買い物券・

ポイントシール事業でございますが、この事業につきましては、商店街もしくは商工会

というくくりがございますので、商工会の事業ということで、商工会員さんの事業所と

いうことになる予定でございます。ですから、商工会に入られてる大型店舗の方につい

ても対象となるということでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点教えていただきた

いと思います。

先ほどの澤田議員のお買物券の分ですが、昨年度は、コロナの関係で、従来のハート

フル商品券にプラスして地域商品券、観光商品券とたくさん発行されましたので、それ

ぞれの事業所については非常に救済されたなというふうに思ってます。そういう中、コ

ロナについては３年度まだまだ続くような雰囲気もありますので、この３年度予算の中

で、こういう商品券等で販売業者を救っていこうという分は町全体でどのようなものが

あるかいうのをトータルで、総枠的な質問になるんですけど、その内容を教えてもらい
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たいと思います。極端に言いますと、ハートフル商品券、これは従来どおりありますよ

とか、そういう意味での町全体での商品券の発行予定を教えてほしいんです。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。３年度予定しており

ますのは、商店街のお買物券、これは県と随伴して行うものでございますけど、これは

制約がございまして、１０月までの任意の２か月間とか、もしくは少し延ばしてもいい

というようなことをお聞きしてるんですけど、そういった形での事業でございます。

従来のハートフル商品券については、いつも前期、後期と分かれて実施しておりまし

たけども、これについては今度後期の部分で、予算につきましては例年と同じなんで、

その部分を含めた形での発行という形を行うこととしております。ですから前期、７月、

８月、９月ぐらいまではこのポイント事業、それから後期、１０月以降につきましては

ハートフル商品券といった形で実施を予定しております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。これも１点教えていただきたいと思い

ます。説明資料の７７ページですね、これも説明があったかもしれないんですけど、ス

キー場の施設内の道路改良工事ということで ５００万円上がってますが、具体的にこ

の工事の内容を教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） スキー場内・施設内の道路改良工事でございまして、

この部分についてはリフトの稼働中については、その下の道路の車での通過については

禁じられているという部分がございます。ちょうどセンターハウスの前でございますけ

ど、現在は車の通行する場合はリフトを止めて車を通行させている状態で、春から秋ま

ではキャンプ場のお客さんも大変多く、巨大ジャングルジムを営業する場合はリフトを

稼働しながらの運営に支障を来しているため、今年度町道からちょうどセンターハウス

の入り口からキャンプ場に向かう、図面で言えば分かるんですけど、なかなか言葉では

言いにくいんですけど、ショートカットをするという部分で、リフトを避けた形での道

路を新設するというものでございまして、約１５０メートル、幅員で５メーターを確保

するというものでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） 小寺です。関連でお聞きします。私は先ほどの話はもう

恐らくサイクリングロードの改修かなと思ってたんですけども、ショートカットで新た

にということになると、県立自然公園内なんで、それこそいろいろ出てくると思うんで

すけれども、そういったもろもろの諸手続というんですかね、スキー場こさえるときは

何かありましたね、審議会でしたっけ、そういったものは必要ないのかと、お願いした
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いのが、予算特別委員会が開かれると思いますんで、そのときにはその図面も併せて出

していただきたいのをお願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。この道路の新設につ

きましては、県の自然環境課と協議を進めております。一応の内諾は得てるということ

でございます。

特別委員会のときには図面の部分、平面図的なところは提示できるかなと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。予算書の７８ページの大河内高原の

整備費が今回廃目されて、観光振興費に一本化されたわけですけども、この思いという

か、今まで従来整備費の特に目を設けられておって、今回観光振興費に一本化された思

いをお聞かせください。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。大河内高原

整備費、目でございますが、廃目とさせていただいてございます。これにつきましては

大河内高原整備費という形で一定程度整備のところの区切りがついたというふうなとこ

ろで、観光の部分に、事業としましては観光施設等の管理事業というところに統合させ

たというようなことでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

次に、７款土木費、８３ページまでをお願いいたします。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。予算書でいいますと、８０ページの上

から６行目やね、工事請負費で新野かのトイレ改修工事で１５８万 ０００円上げてお

られます。

説明資料のほうなんですけれども、７９ページの上から２段目ですね、こちらのほう

は１８４万 ０００円と、金額がちょっと開いてるわけなんですけど、どちらが正しい

金額なのかを教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。小寺議員の御質問の

お答えをさせていただきたいと思います。

予算書の８０ページの工事請負費、ＪＲ新野かトイレ改修工事請負費ですけれども、

この１５８万 ０００円が正規でございまして、説明資料７９ページの２行目につきま
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しての１８４万 ０００円につきましては１５８万 ０００円の誤りでございます。ま 

た差し替えをさせていただきます。すみません。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

次に、８款消防費、８６ページまでをお願いいたします。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。予算説明資料の８６ページの上から

５行目の５段目の新規事業で感染症対策防災安全安心確保整備事業の中で、かねてから

の防災行政無線の不具合を解消するために放送電波を阻害するノイズの調査や発信源を

特定する機器を導入しということなんですけども、これは具体的にその数行後ろにある

スペクトラムアナライザーのことなんでしょうか。これどういった機械なんでしょうか、

教えてください。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡でございます。今

回この新規事業で上げさせていただきました備品等の購入でございますけども、主には

今、澤田議員が申されました防災行政無線の不具合解消につきまして、より迅速に進め

たいという思いから計上させていただいとります。

その部分につきましては、今申されましたスペクトラムアナライザー、それからリー

クホーン、こういう機器でございます。

どういったものかと申しますと、スペクトラムアナライザーと申しますのは、電波の

波形を表示する機器でございまして、これは戸別受信機の設置場所や屋外につける屋外

アンテナですね、これの設置場所を決めるときによりよい場所、ノイズの影響を受けな

い場所を特定するときに電波の波形を調べるものでございます。

それからリークホーンにつきましては、日本語で申しますと超音波式放電探知器と申

しまして、これは電気設備の絶縁不良箇所を特定する機材でございます。関西電力の送

電線の碍子がついてる部分、あそこが絶縁部分なんですけども、そこが老朽化してくる

とそこからノイズが発生するという事例がございます。関西電力に調査を依頼して、こ

れまで何回か対応してもらっておりますけども、なかなか関西電力もすぐには来てくれ

ないというところもありまして、これを購入して我々のほうで調査をしたいと。機器の

操作につきましては、そんなに難しくないものと聞いておりますので、これを使いまし

て電波の障害になっているノイズを特定して、よりよい電波の状況で住民の皆様に放送

を届けられるように努めたいというふうにとえております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） １番、安部です。同じく説明資料８６ページの上から２
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番目の項目、自主防災組織の運営事業ですね。これについては令和２年度は活動がなか

ったから令和３年度には予算を上げてないという説明があるんですけども、これやはり

自主防災、どこの地域においてもこれ活動これからもっともっとしていかなあかん状況

だと普通は思うんですけれども、なぜ予算づけがなかったのかとお聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡でございます。自

主防災組織の活動につきましては、令和２年度は、このコロナ禍というところで、まず

春の総会も中止になりましたし、秋に行っている防災訓練も行うことができませんでし

た。そういった関係で経費の支出がなかったというところで、今年度から来年度への自

主防災組織の団体としての会計が繰越しで、来年度町からの補助金がなくても運営でき

る状態でありますので、今年度は予算の設定を見送ったというところでございます。以

上です。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） １番、安部です。ということは、令和３年度においては、

その活動はするいうことでよろしいんでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。当然コロナ

の関係もあるんですけども、災害はいつやってくるか分かりません。自主防災組織の活

動が非常に防災力の向上には欠かせないものでございますので、当然コロナ禍の中でも

やれることをとえてやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかに。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し関連が

ございますので、御説明のほうをさせてもらいたいと思います。各種団体の補助金等に

つきましては、令和２年度において中止や延期等がございましたので、その中の部分で

繰越しがかなり各団体がいってるというようなところで、全体的にそういったところに

ついて団体のほうと御協議をさせていただいた中で、減額等、あるいは今回の自主防災

のように予算を上げてないようなところもございます。

それらの活動につきましては、今年度についてはできるだけ、コロナ等の影響もあり

ますが、いろいろ工夫をしながら今までの活動を再開していくというふうなところでと

えてございますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかに。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） 関連ですが、自主防の関係で私、前に一度一般質問した

んですが、防災士は最えてますか、現実に。その辺分かりますか。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。
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○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。申し訳あり

ません。町内の住民の方で防災士の資格を取られた方がその後、最えてるかどうかの把

握はいたしておりません。申し訳ございません。

○議○（ ○ 良幸君） 栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） やはりこういう気候が変動するときなんで、去年はコロ

ナで活動がなかったとしても、やはり自主防いうのは大切やと思うんです。だから形と

して防災士がどんだけ最えていって、みんなリードしてくれるか、やっぱりそれ大事や

と思うんで、ちょっとその辺をとえといてください。要望です。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。栗原議員さ

んおっしゃるとおり、地域防災力の向上のため自主防災組織の活動は非常に重要です。

その中で地域の防災担い手としてそういった一定の知識なり行動力を身につけられた防

災士というのは非常に重要になってくると思いますので、今後もたくさんの方に資格を

取っていただいて、また地域の防災リーダーとして務めていただけるように、町として

も啓発をやっていきたいというふうにとえます。ありがとうございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。予算書の８４ページ、もしく

は説明資料の８５ページになりますが、消防団員の退職報償金ですね、３年度は ６９

６万 ０００円と、約 ７００万円その計上がしてあります。ですので、この退職金の 

積算の方法がどうなってるか教えてほしいんです。と申しますのは、２年度についても

９号補正で２００万ほど今回減額されます。ですので、積算段階については、とにかく

その年齢に達する人の分、もしくは現時点で分かってる退団希望者の分を積算してます

と。ところが現実的には残っていただいてる方があって、かなりこの額が下がってきま

すよというような状況になっているのかどうか。

それから額も去年から比べますと当初予算ベースで見ますと、これは２００万円、３

００万円近くか、ほど最えとるわけなんですが、そうなりますと消防団全体の団員数と

いうんか、消防組織そのものの運営がどうなっていくのかなという分の心配もあります

ので、そういう分も含めた中で３年度の消防団の活動というんか、団員の人数も含めて

活動がどうなっていくかという分の想定も含めてお願いをしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡でございます。消

防団員の退職報償金の積算につきましては、一定の年齢に達する団員、退団予定者の人

数プラスアルファで積算をいたしております。プラスアルファといいますのは、中途で

退団する方も出てきますので、その分を見越しての積算ということでございます。

あとこちらが退団のその年齢に達せられるかというところで計算はいたしております
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けども、地域の実情に応じて残られる方もございますので、報償費については年度の当

初どおりにはいかないという部分がございまして、実績で差異が生じるというところで

ございます。

団員数の推移の件は、すみません、団員数は年々減っているというのが実情でござい

まして、そのことがありまして、地域ではいろいろと検討されて、部の統合であるとか、

そういった形で何とか消防力の低下を防ごうということで取組はしてるという状況でご

ざいます。ちょっと回答になったどうか分かりませんが、以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 三谷議員、それでよろしいか。ノーカウントでいいですけど、

もう一度聞き直しますか。いいですか。

ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

次に、９款教育費、１０８ページまでをお願いします。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。予算書の８８ページの下から２段目、

スポーツ・文化競技大会出場の奨励金ですけれど、前年度からの予算から４６万余り減

額になっております。これはどういうことを意味しますか。

○議○（ ○ 良幸君） 橋教育課特命参事。

○教育課参事兼○会教育特命参事（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。藤森議

員の質問にお答えさせていただきます。

スポーツ・文化競技大会出場激励金につきましては、全国大会に出場した児童生徒に

対して交付しているものでございまして、昨年度、令和２年度につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症のために全国大会が中止なり延期という状態になりまして、それの

出場機会が減ったことによりまして交付の額が減ったことに基づきまして、前年度の令

和２年度の実績を基に来年度の予想を立てて８０万円と予算要望しているところでござ

います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。非常に残念というか、逆にもっと上げ

てもらってもいいかと、予算ですからね。逆に、頑張ろうという子供たち、またアスリ

ートの人にすれば、予算は下げられたぞという思いの中でやるのと、頑張れという意味

の予算とは違ってきますので、そこら辺りの思い違いもしっかりしないように、の予算

組みをすべきと思いますけど。

○議○（ ○ 良幸君） 橋教育課特命参事。

○教育課参事兼○会教育特命参事（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。決して、

全国大会に出場した生徒の方々、もっと頑張って出場していただきたいという思いで事

務局はおりますので、町内の方々からいろんな情報を得て、できるだけ交付のほうして
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いきたいと思っとります。決して減額して気持ちを衰退させるという思いではありませ

ん。それに応じて交付していきたいと思っとりますので、御理解いただきたいと思いま

す。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。説明資料のほうの８９ページの一番

下の段、それと９１ページの上から４段目、小学校と中学校にそれぞれスクール・サポ

ート・スタッフを配置、配備しますよと。これは県の財源をもって配置されるようです

けれども、主な事務事業の説明を見ますと、主として教員の業務支援を図り、教員が一

層児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備すると、本当にいいことが書

いてあるんですけども、実際の人員を見ますと小学校で３名、中学校で１名。各学校に

１名ということなんですね。各学校に大勢の教員の方がおられて、その先生方の実際や

らなければならない業務というのは大変な量があってというふうにお聞きしてるんです

けども、そういう中で今回は県の財源をもってそれぞれ学校に１名ずつこのスタッフが

配備されるということなんですが、実際にこの方々が行われる、先生方が助かることが

できる、どういったことをされるんでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。澤田議員

の御質問にお答えさせていただきます。

スクール・サポート・スタッフというところで、今おっしゃられたように先生方の事

務的なサポートということで、具体的にはコこーであったりとか、学校だよりをコこー

するとかいうことであったりとか、簡単なところでは丸つけというところもあります。

もう全て事務に係る分の、事務とか授業の準備に係るお手伝いというところは主になり

ます。

ただ、この令和２年度、新型コロナウイルス関係で補正も上げさせていただいたんで

すけども、現在もその関係でスクール・サポート・スタッフを配置させていただいてお

りますが、その中では感染予防、消毒であったりとか、そういったお手伝いも今年度は

していただいております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。先ほど質問の関連ですけど、

この説明資料見ますと事業配置で地域の人材を配置するという、わざわざこう書き方が

してありますので、あるいはこの学校の先生の手伝いだけじゃなくして、地域の伝統と

かそういう部分もこういう分で情報を提供するとか、そういう部分でのこういうわざわ

ざ書き方をしてあるんかなと思ったんですけど、今の説明ですとどうもそうじゃないよ

うですので、そのように理解しとってよろしいでしょうか。
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○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。三谷議員

の御質問にお答えさせていただきます。

基本的には先生方の授業のサポートということでありますので、今おっしゃられたよ

うな地域での部分も指導の一部だととえられますので、そういった活用も可能だと思っ

ております。

この部分には地域の人材をということで、このスクール・サポート・スタッフは教員

の免許が必要ないということでございますので、できるだけ地域の中で賄ってください

というような要綱の中での内容でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。同じく説明資料でいきますと、

９０ページになります。中学校の部活指導員の配置事業ということで、これも新たな事

業だと思います。この説明欄を見ますと、適切な練習時間や休業日の設定など部活動の

適正化を進めるということで、非常に目的はいいと思うんですが、ところが財源的に見

ますと報酬が８４万円というような形になってますので、通常の部活の毎日のそれぞれ

の各部活、クラブですね、毎日練習してますので、そういう部分から見ますとどのよう

な形の中で、この指導員が関わっていくのかという部分のよく見えないので、この事業

の内容をとにかく教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。事業の内

容につきましては、先ほど三谷議員がおっしゃられたとおり、部活動に対する指導とい

うところでございます。今までは部活動の補助というところもあったんですけども、今

回近年につきましては部活動の主として指導もできますし、各種大会にも随行できると

いうような身分の内容になっております。

ただ、県からの補助金といいますか、交付金が限度があるというところがありますの

と、やはり部活動指導するという方につきましては、基本的にほぼほぼふだん仕事を持

っておられるというところがございます。また、部活動は、もう夕方というんですか、

夕方の１時間とかそういった、１時間半とかという部分になりますので、そういった方

を毎日お願いするという方がやはり人材の部分でなかなか該当、来ていただける方がお

られないという部分の中で、少し専門的な技術、知識といったところも必要でございま

すので、その中でこちらの教育委員会のほうが想定できる部分の中で予算化をさせてい

ただいたというところでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。教育課終わってよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 教育課を終了し、次に、１０款公債費から１２款予備費、最後
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までをお願いいたします。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑がないようでございます。

次に、総括質疑がございましたらお願いをいたします。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。予算の提案の冒頭に町長から発言が

ありました予算概要説明書の６ページに、安心して暮らせる環境をつくるという部分で、

コロナ禍の中で高齢者の社会参加の機会が減り、体力が衰退する等のフレイルが危惧さ

れて、地域力の回復と併せた対策を早急に取り組んでまいりますというふうに述べられ

ています。

先般の開催されました総務文教常任委員会の中で、健康福祉課のほうから、ゆめ花館

の跡地を高齢者就労支援施設の経営をされるＮＰＯに無償貸与する方向で検討に入って

いるということで、その出席されておった委員から、ほかのＮＰＯとの兼ね合いもあっ

て、最低限の規約といいますか、そういうものをしようと思うが、どうかという問いに

対しまして、町から条件や指針を明記したもの示して、それに沿って運営していただけ

ることを条件としたいと、そのようなＱ＆Ａがありまして、本会議１日目の民生福祉常

任委員長、吉岡委員長の報告の中にもその分が記載されております。

そういう中でＮＰＯ法人のゆめ花館の皆さん方が発案されて、令和３年１月に町のほ

うに提案があって、令和３年２月９日に政策調整会議で議案となっております。

その後の対応、それをもって先般の民生福祉常任委員会、２月１０日にこのような報

告があって、おられた委員さんからは特に異論なしに、ええことやないかというふうな

雰囲気であったというように思うんですけども、その後、少し提案をされた当事者から

私のほうにも連絡がありまして、結果的に言いますと行政から何も連絡がないので問い

合わせると、いろんな条件をというか、まだまだ時間がかかるというふうなことを言わ

れたというふうなことを聞いております。実際、地域の皆さん方がせっかく高齢者の就

労の機会を設けよう、フレイル対策にもなる機会を設けようということで頑張っておら

れて、大変結構なことだと思うんですけども、この町長提案にありますそういう地域力

の回復と併せてフレイル対策、こういう居場所づくりですね、そういうことを積極的に

やりますとおっしゃってるにもかかわらず、いわゆる貸与する事務がなかなか進んでな

いように思うんですけども、その辺の状況を教えてください。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。先ほどの澤田議員の

質問についてお答えをさせていただきます。

去る１月２５日にＮＰＯ法人ゆめ花館の理事長であります秋山理事長、それと細岡施

設長が来庁されまして、今言われましたとおり、高齢者の就労というキーワードなんで

すけども、実際は高齢者の居場所づくりとか、生きがいづくり、それから認知症も含め
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た介護予防、それからひきこもり対策というような観点から、これまでゆめ花館のほう

は障害者の就労継続Ｂ作業所という形でされていたんですけども、１１月末をもって社

会福祉協議会のほうにその施設については移譲したというところで、そのような高齢者

に対して事業を展開したいというような申出がありました。その中で病院の横にありま

すプレハブの光交付金を使って建築、改修をした倉庫、そちらを４月以降継続して使わ

せていただけないかというような要望がございました。

それを受けまして、１月２７日、２日後になるんですけども、急遽、住民福祉グルー

プ会議ということで住民生活課、それから税務課、健康福祉課の管理職が集まりまして、

その内容について検討させていただいて、グループ会議の中では積極的に、前向きにそ

のことを進めていこうというような話をしました。

その後、総務課のほうと話をさせていただいて、２月の９日に政策調整会議を開こう

というところでメンバーに集まっていただいて、その内容についてもお話をさせていた

だきました。その中で、無条件にということじゃないんですけども、やはり町の指針を

示して、その指針に沿った形で運営をしていただけるということであれば、ぜひこの事

業を進めていったらどうかというような総括的な意見をいただきました。

２月の９日の日に政策調整会議で話したんですけども、その３日後、２月１２日に秋

山理事長にその旨を私のほうから伝えさせていただいて、細岡施設長のほうにもお伝え

をしてくださいというところで返事はさせていただきました。

今、細岡施設長のほうから何も連絡がなかったというような多分ことかなというふう

に思うんですけども、理事長にその場で説明をさせていただいて、話をさせていただい

たのが伝わっていなかったというところで大変申し訳なく思っております。

ただ、先週、細岡施設長のほうと私と保西参事のほうで話をさせていただいて、その

内容についてもお話をさせていただいて、６月の何とか議会で承認を取り付けたいとい

うような思いもありますので、今の内容を説明させていただいて、町として、これだけ

は行ってほしい、こういうことに、こういう内容についてぜひお願いしたいというよう

な方針、指針を示させていただきますので、それにのっとってしていただけるのであれ

ば、６月の議会のほうで提案をさせていただくという返事もさせていただいております

ので、議会中ではありますが、できるだけ早い時期に方針を示させていただけるような

ことで進めているという状況でございます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。私が問題にしてるのは、スこード感

といいますかね、せっかく住民の方々が１月にそういう提案をされたことが、今のスケ

ジュールであれば半年後ですよね。５か月後になってしまうわけです。やはり行政の手

続の日数等もいろいろと規定をされていると思います。ですからやはり私には、民生福

祉常任委員会を傍聴しておって、貸与する、そういう手続が必要であるんであればこの

３月の定例会に出てくるものだと私は思って、２月の民生福祉常任委員会を傍聴してお
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ったんですが、スこード感の問題なんです。６月というのが本当にスこード感があるの

かなというところを言いたいわけです。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） ６月というところでいいますと、１月の２５日から５

か月後というところになります。

ただ、この３月の議会で提案をさせていただくにはちょっと時間が足りなかったとい

うところがありまして、中途半端な形で提案をさせていただくというところが果たして

いいのかというところがあります。

ただ、町としましては、ぜひ高齢者の居場所づくり、生きがいづくりというところに

ついては前向きに検討していきたいと思いますし、介護保険の総合事業のメニューに載

るのではないかというところもありますので、その辺をやはり精査しないとオーケーと

いうことをすぐに出せないというところもありますので、時間をいただいているという

ところでございます。

何とか早くは方針を示させていただいて、準備を進めていただけるように進めていき

たいというふうに思います。以上です。申し訳ございません。

○議○（ ○ 良幸君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。非常に勉強不足で申し訳ない

んですけど、これも教えてほしいと思います。先ほど澤田議員の質問の中の建物で、施

設については、多分恐らく今の話からいいますと町有だと思うんですが、そうなればこ

の予算説明資料の１０５ページの公有財産のリストが上がってますが、この分のどこに

含まれているのかというのが一つと、それから現在の契約状況がどうなってるか、この

２点をお尋ねしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。先ほどいただきました内容で

ございますけれども、普通財産ということで私どもは受け止めておりますけれども、そ

の部分について、再度面積的なこと含めて確認をしたいというふうには思っております

が、この予算書の部分につきましては２月１日現在での調書ということでございます。

これまでにも三谷議員に様々御指摘といいますか、御意見をいただきまして、決算時点

ではしっかりと確認もいたしておりますので、万一漏れ落ちといったようなことがある

場合には、また決算のほうで調整もさせていただきたいというふうには思います。いず

れにしましても内容確認をして、御報告をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） よろしいか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。私は、この調書が違とる云々

じゃなくして、私が勉強不足で申し訳ないという前段つけたのは、間違いなしに町有財
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産ですかという話の中で、この公有財産のリストの中の普通財産のその他の木造か、非

木造か、この中に入ってますよという話でいいのか。そうなれば現在の貸している契約

があるのかないのか。いや、もう既にないんですよという、そういう現実の確認をした

んです。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 日和でございます。ありがとうございます。先ほど言われ

た内容も含めて私が掌握が現時点でできておりませんので、再度確認をしたいというこ

とで申し上げております。どうぞよろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ちょっと私のほうから、ごみ減量化に

ついてちょっとお尋ねします。９ページのところですね、これは予算説明資料の９ペー

ジで、真ん中辺りにＳＤＧｓへの貢献として、エネルギーをみんなでクリーンにしよう

ということで、ＣＯ２ の目減に取り組んでいる。そしてその中で収集ごみの減量化を推

進してるという項目がありますけれども、最近報道によりますと、プラスチックごみが

非常に問題になっているということで、海を汚す、あるいは川を汚すと、それ以上にマ

イクロプラスチックが本当に、今コロナがはやってますけども、コロナの大きさにまで

細分化されて、細胞にまで入ってきて、行く行くは人間の体に入っていって、胎児にも

影響するというような報道されてましたけども、赤ちゃんに非常に大きな影響を与える、

そのプラスチックには添加剤が含まれていると。その添加剤、紫外線をカットしたり、

強化剤なんかが入ってるそうですけども、そういうものも行く行くは添加剤やめていこ

うという動きがあるようですけれども、そういうプラスチックのごみのどう分別して、

今まで以上になくしていくか、再生に持っていくかいうことが大事かなと思うんです。

プラスチックごみと同時に、紙の再生もあると思うんですけども、私この前ちょっと

経験したんですけども、ヨーグルトのカップで紙カップがありますね。それ見ると、リ

サイクル紙のマークが入ってるんです。それは、あっ、これはもう牛乳パックと同じよ

うにリサイクルできるんだなと。きれいに洗って、三、四年分ためていたんですけども、

量がたくさんありましたけども、それをリサイクルの印が入っているからいうことでご

み処理場へ持っていきますと、いや、これは焼却処分やなと、リサイクルならへんなと

いうことで、あれ、そうしたら紙のリサイクルというマーク入ってんのに、それも焼却

にしてしまったらＣＯ２ がまた最えるではないかというようなことで、そういうあたり

ので分別をきちっとしているにもかかわらず、ＣＯ２ が最えている方向に処理されてし

まうということを経験したんですけど、その辺りで、これからごみの減量化を進めるに

当たって、いかに収集されるときに分別として処理されていくか、それから今後、今あ

る分別よりもさらに細かく分けて、役に立つリサイクルになるようにするのが大事じゃ

ないかと思うですが、その辺り将来的にどのようにとえておられるかということです。
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できるだけリサイクルにするような方向に分別もしていただきたいと思うんですけど、

いかがでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡でございます。ご

みの分別につきましては、特に中播北部クリーンセンターは、焼却施設ではなくて、燃

えるごみについては固形燃料化、ＲＤＦという固形燃料に作り替える施設を今運営して

おります。そういった関係もあって、他の市町よりも分別については項目も多くて、他

市町から転入してくる人が今までこんなややこしいこと言われたことないなというふう

な声も事実聞いたことはあります。そういった意味で住民の皆様にはこの分別について

大変種類が多くて御不便おかけしているとは思っておりますけども、議員さんおっしゃ

るようにできるだけ細分化することによってごみの量も減らせるということも、これも

また事実かというふうに思っております。

今新しくごみ処理施設、福崎町と含めた３町で計画をしております。福崎町につきま

しては今のところは焼却施設ということで、神河、市川よりも分別の種類が多分少ない

かとは思うんですけども、今後その辺りすり合わせをしていくことが必要になってきま

すが、やはりＳＤＧｓのこともあります。持続可能な環境づくりという意味で、この分

別については今後ともしっかり分別して、リサイクルできるものはリサイクルする、再

生利用できるものは再生利用するといったことは続けていかなければならないというふ

うにとえております。

プラスチックごみについては、海に流れて海の中も非常に汚してるということで、私

もテレビ等の報道で承知をいたしております。先日、神河町と市川町の境、ちょうど国

道３１２号線沿いの越知川でした。上に播連が通ってるあそこで、これは市川町の方が

見つけられたんですけども、ペットボトル等のごみがたくさん落ちてるということで連

絡をいただきまして、私ども回収に行ったわけなんですけども、こういったものが海ま

でたどり着いて海を汚してるのかなというふうな思いをいたしました。こういったこと

については、クリーン作戦等も通じて地域の皆様にも御協力をお願いしてるところなん

ですけども、またそういった啓発もしていかなければならないというふうに思っており

ます。

クリーンセンターに持ち込まれた紙ですね、これについては今収集については月１回、

容器包装の紙という分別で、それこそ議員さんが言われました紙のマークが入ったもの

をごみステーションに出していただいて、それを収集して、そしてそれについては収集

業者に有償で引き取ってもらってるという、有償というのは買ってもらってるというこ

とですね、そういうこともやっておりますが、議員さんが行かれたときになぜそれがリ

サイクルに回せないものであったのかちょっと把握はできておりませんが、紙について

ももっとしっかり分別していただいて、ごみが減らしていただけるように、また住民の

ほうにも十分クリーンセンターとも中播北部行政事務組合とも連携を取りながら啓発は
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進めていきたいというふうにとえます。ちょっと回答になったかどうか分かりませんが、

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。あわせまして、ちょ

っと説明させていただきますけれども、ごみの減量化につきましては、これまでごみ減

量化推進協議会がございまして、その中で取組を進めていただいておりました。令和２

年度からにつきましては、クールチョイス実行委員会、吉岡民福委員長にも入っていた

だいておりますけども、その実行委員会の中でごみの減量化につきましても取組を始め

てます。今、議員がおっしゃいましたプラスチックごみでありますとか、それをリサイ

クルして、そういったごみの減量化につきましてもクールチョイス実行委員会、今後も

継続してやってまいりますので、その中でそういったことに注視して、今後も取り組ん

でまいりたいと思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。そういうところで生活の中に出

てくるごみのリサイクルできるものはできるだけリサイクルに回していただけるように、

また分別の何か冊子がありますね、種類別の、そういうところも毎回改善されていると

は思いますけれども、より強力にこのＣＯ２ 目減に係るようなリサイクルに持っていけ

るような家庭ごみの分別をまた進めていただきたいと思います。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。この前、クールチョ

イス実行委員会で徳島県の上勝町視察に参りました。上勝町は、４５種類の分別をされ

てます。そこと同じことは神河町もできませんけども、できる限り町民の皆様に同意を

いただいて、そういった分別につきましても進めてまいりたいと思います。以上でござ

います。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。３回目です。もう１点お尋ねします。

予算概要説明資料の３ページの主要施策の取組についての最重点施策ということで、新

型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金事業。新型コロナウイルス感染症の一

日も早い終息と疲弊する地域経済の回復、低下を危惧する地域力（地域コミュニティ）

の回復と持続化に全力で取り組み、住民の皆様の笑顔と元気を取り戻し、未来に希望を

持って安心して暮らせるまちづくりを目指しますと、重点施策の１番目に上げていただ

いております。

１２月の一般質問で地域力の低下、特に地域コミュニティの低下という部分を大変心

配しているということで、そういうことも含めて次年度の当初予算に反映させていただ

きたいというお願いをしたんですが、この国の３次補正の臨時交付金のメニューを見ま
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すと、確かに地域での体力づくりですとか、地域の商店街、また営農等についての元気

を回復させる、そういう施策が並んで上がってるんですけども、いわゆる地域コミュニ

ティ、集落での人々のつながりの再生ですね、そういう部分は予算は必要でないかもし

れないし、いろんな事業の中でそういうことをやっていけるんだと思うんですけども、

その辺の思いをお聞かせください。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。１２月で一

般質問で御質問をいただきました。また、御提言をいただいたようなところでございま

す。私自身も予算の編成に当たりまして、査定の中でどういった形でこの地域のコミュ

ニティの動きを回復していくか、そして、フレイル等体力が落ちてきているようなとこ

ろの中の部分をどういった形で事業として展開をしていくかというようなところを査定

も通しまして議論をしたところでございます。基本的に予算としましては、体力づくり

でありますとか、少し健康づくり、そういった部分で数字としては反映をさせていただ

いたところでございます。

特にこの間、長く１年間続いている、１年以上続いているこのコロナ禍の中で、大変

住民の皆様にもストレスがたまるような毎日というところで、何とか早い段階でこのコ

ロナの終息を図って、また一歩前進するようなまちづくりのほうの取組を進めたいとい

うふうに願うところでございまして、そういうようなところ、いろいろ中止になったり

とか、楽しみにされてたような行事がなくなったりとかいうようなところもございます。

そういったところ、町が主催するようなところについてもできる限りもう中止というこ

とではなしに、いろいろ事業を工夫しながら行っていく、そしてまた住民の皆さんとの

コミュニティの回復ですか、そういったところにつなげていければなというふうに思う

ようなところでございます。そういったところも含めまして、予算的には現れないとこ

ろですが、今後は地域懇談会等も、そういった場もとえていきながら進めていきたいな

というふうに思ってございます。

一日も早いコロナの終息というところで、全力で取り組んでいかなければいけないと

いうところで、この新型コロナウイルスの対策を最重点ということで、予算の中で、思

いの中で上げているというようなところでございます。

そういうことで一番危惧している地域力の低下ですね、そういったところについては、

予算的な数字以外のところでもいろいろと工夫もしながら、また住民の皆さんと一緒に

御相談もさせていただきながら、コロナが終息したときには、らせんの階段を一歩上が

るように、神河町は高い位置にいれるようなそういったようなことで、新年度につきま

しては職員一丸で取り組んでいきたいというふうにとえてございます。よろしくお願い

をいたします。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。
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○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。私も３回目ですので、２点に

ついてお尋ねをしたいと思います。

まず１点目は、町長の所信表明ありました、この概要の４ページ、５ページになりま

すが、基本目標の郷土を愛し、次世代を担う人材を育てるという分の中で、この５ペー

ジの一番上に書いてある分でございます。出生数については、一時回復というのがあっ

たけど、下がったという分の中で、この５ページの一番上ですね、この間の支援策の総

括を通してということでございます。この分につきましては、去年は総括をすることに

よりという部分でそのような表現がしてあったので、今回のこの文面を読みますと、２

年度中に総括はされたんやなということを推測しますので、総括をされた内容ですね、

どのような総括をされたか、そしてそれを今後どのように展開していくかということを

１点お尋ねしたいと思います。

それから２点目は、これも今まで児島特命参事がよく表現されてました、身の丈に合

った予算という部分の中で、３年度についてもかなり圧縮された予算を組まれたと思い

ます。ところが２年度の予算を見ますと、やはり当初は８２億ほどで始まって、今回の

９号補正では１０１億円ほどになってますので、やっぱり２５％ほど最えたわけですね。

確かにコロナの関係があったので、これも致し方がないんかなという分の中で、財政的

な分析をする分ですね、その一つの指針になるのが私は経常一般財源だと思います。予

算説明資料の８ページですね、その分析表がつけてありまして、収入の、歳入の一番右

に経常的な一般財源につきましては４７億 ０００万円という表現あります。でもこれ

去年より１億ほど減っとんですが、実際、今年もまた同じく決算の段階ではかなり予算

総額等も最えてくると思いますので、最終的にはこの経常一般財源がどのぐらいになる、

そして決算ベースですね、２年度と３年度と比較してどのぐらい減るんかなというその

辺の分、もしもこの部分については細かな計算が要るので、分からないという部分があ

ろうかと思いますので、一度その辺を教えていただきたいと思います。

以上、２点お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。私のほうか

らは、２点目の財政の関係の部分で御説明といいますか、お答えをさせていただきたい

と思います。

確かに８２億で始まった令和２年度の予算は、補正等を積みますと１００億を超えて

くるというようなところで膨れてきてございます。この間、現在も補正９号というとこ

ろで、年間を通すと補正９号までも行くというのはそうないようなところでございまし

て、コロナの関係、１人当たり１０万円の給付等もございました。そういうようなとこ

ろで予算は膨れていったというところでございます。

そして私が少し危惧をしているのが、実際のところはこれから令和２年度の決算とい

うところになってくるわけなんですが、その令和２年度の決算の中で今言われるような
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ところ、いろんな数値的なところですね、そういったところがどういうふうに変わって

くるのかということで、またその中でどういうようなところが問題になってきて、今後

その財政運営の中で改善をしていかないといけないようなところが出てくるかというよ

うなところかというふうに思ってございます。

議員おっしゃられるように、町の財政運営につきましては、この経常一般財源がどれ

ぐらいになるのかというところに尽きるわけでございまして、この部分ですね、経常収

支がなかなか落ちていかないというようなところがございます。そしてまた、標準財政

規模につきましても、今年度の予算的なところでは、前年で５０億ぐらいあるところが

また少し減りまして、４７億 ０００万程度になるのかなというようなところでござい

ます。

要は、非常に自由に使えるといいますか、町の独自的な、個性的なところの事業を行

っていくに当たりましては、どれぐらいの留保財源のところが必要なのかといったよう

なところがキーになってくるわけでございます。そういったところを十分に中長期的な

ところを見据えながら、財政の運営につきましては、基本的には引き続き総予算の縮小

を図りながら、そして財政調整基金、あるいは過度な地方債の発行等に頼らない財政運

営というところで進めていきたいというふうに思ってございます。

なかなかそうはいうものの、この財政の健全化というのは、財政特命の私が１人が頑

張ったところではなかなか達成できないところでございます。ですので、町の状況につ

きましては、予算編成の説明会でありますとか、いろんな機会の中を通しまして職員の

皆さんにも御理解をいただきながら、今後も引き続き健全な財政の運営というところで

努めさせていただきたいというふうに思うところでございます。よろしくお願いをいた

します。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

１点目の部分について少し御説明をさせていただきたく思いますけれども、この今、町

全体の予算の部分については、財政特命が申し上げたとおり、今年度の予算編成に当た

っても、各課枠配の中で取捨選択をしながらといったようなところで事業展開が組まれ

たというところになります。

特にこの出生数の関係のところにつきましては、総合戦略の策定に当たってこれまで

の総括をしてきたといったようなところの中で、やはり子育て世代を中心とした住宅施

策が一定効果が見られたといったようなことの中で、継続して事業をやっていくという

ことでございます。

それからもう一つは、やはり出生数が最えるということの前段には、先ほど安部議員

からも御質問いただきましたけれども、婚活事業といったようなところをしっかりとや

っていかなければならないといったようなことから、ひと・まち・みらい課の予算とし

ては、その辺りをきっちりとキープをしていったといったようなことで、引き続き効果
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的な事業を展開をしていくといったような形を取らせていただいたというところでござ

います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 申し訳ございません。町長、何か一言ございましたら。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 私のほうから、この基本政策について、特に地域創生事業にお

ける支援策の総括という点においても、まずは、先ほどひと・まち・みらい課長の答弁

にもあったとおりでございます。やはり若者定住政策は、引き続き継続をしていかなけ

ればいけない。あわせて、この婚活事業についても継続をやっていくということであり

ますが、就任しまして、特に４年経過して、２期目に入りましてからは、人口減少顕著

になってきておりましたので、やはりこれからのまちづくりは、もういつも言っており

ますが、交流から定住につながるまちづくりということでやってまいりました。これま

での本会議等でも、答弁の中でも申し上げてきたとおりであります。これからのまちづ

くり、やはりまちを知っていただく、知名度を上げていかなければいけない。そのため

には神河町としてのブランド力を上げていく。神河町の売りは何なのだということで、

豊かな自然に囲まれたこの町、そういったところを売りにしようということで、観光と

いうところを一つはまちづくりの大きな柱としていきながら、多くの方々に神河町を知

っていただいてから、そして、さらに神河町を深く知ってもらうことによって移住定住

につながっていく。神河町に住んでいただいている方々にとっては、自分たちは当たり

前の風景であったことが実は外から来られた方からすれば、宝物があちらこちらにある

町というふうなことを外から来ていただいた方々に教えていただくことによって、我々

が自分たちが住んでいる町の財産、すばらしさというものをもう一度振り返ることがで

きる。それも定住につながっていくということだと思っております。

さらに、神河町との関わりをもっともっとつくっていきたいな、そういうふうな中で、

関係人口というところをその後コンセプトに入れさせていただいて、交流から関係、そ

して定住につながるということでこの間進めてきております。これは国策にも通ずると

ころがございます。世界、この大交流時代に入ってるということでありますので、国に

おいても交流人口最やしていく、外国人観光客からの経済の活性化というところでは神

河町としても同じ中身でこの間進めてきたところでありますので、ここを基本としなが

ら地域創生事業を中心に、この間様々な取組をさせていただいているわけであります。

したがいまして、そういう思いの中で、限られた予算の中で各種政策、積極的に取り組

んでいくという決意であります。

私としては、新過疎法ができるということで、過疎地域の継続ということになりまし

た。これまで過疎地域における神河町の規模での過疎債の枠とすれば約８億円というふ

うに言われておりましたので、それからいけば毎年８億が活用できるというふうに私自

身は思っておりますし、何とかそれを使い切るというか、活用し切ろうという強い思い

があるわけなんですが、財政としてはなかなか全額活用するということには神河町の財
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政状況からいくと厳しいと。県との協議もあるということであります。そのような中で、

できる限り過疎債も活用させていただいて、これからの地域創生進めていきたいという

ふうにとえております。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。

以上で第５２号議案に対する質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、委員会条例第６条の規定により、９名の委

員で構成する予算特別委員会を設置し、審査を付託したいと思いますが、これに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５２号議案は、予算特別委員会を設

置し、審査を付託することに決定しました。

ただいま設置しました予算特別委員会の委員の選任を行います。

選任については、議会運営基準第１２０条の規定により、議長から指名します。

安部重助議員、三谷克巳議員、小寺俊輔議員、吉岡嘉宏議員、小島義次議員、藤森正

晴議員、藤原裕和議員、栗原 哉議員、澤田俊一議員、以上９名を指名いたします。

お諮りします。ただいま指名いたしました９名を予算特別委員会の委員に選任するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、議長指名の９名を予算特別委員会の委

員に選任することに決定しました。

なお、特別委員会の委員長、副委員長は、委員会条例第９条第２項の規定によって、

委員会で互選していただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。

ここで暫時休憩といたします。再開を１５時１５分といたします。

午後２時４３分休憩

午後３時１５分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

休憩中に予算特別委員会が開催され、正副委員長の互選がされておりますので、報告

いたします。

委員長に澤田俊一議員、副委員長に三谷克巳議員がそれぞれ互選されましたので、御

報告申し上げます。

・ ・

日程第３１ 第５３号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３１、第５３号議案、令和３年度神河町介護療育支援事
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業特別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５３号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３２ 第５４号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３２、第５４号議案、令和３年度神河町国民健康保険事

業特別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５４号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３３ 第５５号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３３、第５５号議案、令和３年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５５号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３４ 第５６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３４、第５６号議案、令和３年度神河町介護保険事業特
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別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。予算説明資料の１１ページの６番に

生活支援体制整備事業費ということで、従来からの社会福祉協議会への生活支援コーデ

ィネーター委託料が計上されておるわけなんですが、町長の提案説明の中にあります概

要の７ページに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談等にしっかりと取り組ん

でまいりますと。社会福祉協議会に委託している生活支援コーディネーター業務での地

域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けて社会福祉協議会と協

力しながら、定期的な情報の共有・連携強化の場として生活支援協議体の未設置の区へ

の引き続き設置に向けた働きかけを積極的に進めてまいりますというふうに発言があっ

たわけなんですが、なかなか設置が難しいという状況を聞く中で、未設置の区について

積極的に進めていくと、そういう記載があるんですが、これについて意気込みを教えて

ください。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。現在１４の集落のほ

うで協議体のほうを設置していただいてます。実際のところ、去年のコロナ禍の中で、

今年度のコロナ禍の中で最えていないというような状況でございます。社会福祉協議会

のほうの生活支援コーディネーターとも２か月に１回連絡会議をひと・まち・みらい課、

住民生活課も交えながら行っているんですけども、実は本年度、まだ未設置の区の区長

さん方、また民生委員さん方を一堂に集めて、今現在取り組んでおられる地区のモデル

という形でこういうような取組をされているんですよということの発表会をする予定に

しておりましたが、コロナ禍の中できなかったというところで、来年度については、ま

だコロナ禍が収まっていないとは思うんですけども、ケーブルテレビで番組を作るとい

うところで今取り組んでおられるところを何か所か出演をしていただいて、今こういう

ような取組をしてます、私らの区ではこんな形をしてますので、いろんな区でもできる

ことをしていただきたいということで、そのような番組を作成するということで、今準

備を進めてもらっているというような状況です。

ただ、各区長さんのところにお願いに回ると、どうしても新しい組織をつくるという

ところになりますと、なかなか人材的に難しいと言われるところもあります。既存の組

織があるんでしたら、そこにのっかってもらってこの協議体の話も進めてもらいたいと

いう話もするんですけども、なかなか進まないところもありますので、集落でできれば

いいんですけども、ブロックで集まっていただいて、ブロックでとえていただけるよう

な場もとえていかなければならないということで、昨年度、越知谷地区のほうに行かせ

ていただいて、５人の区長さん方にそのような話もさせていただきました。

ということで３年度については、集落のほうの設置について啓発を積極的に進めたい
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というふうに思ってますが、できないところにつきましては、長谷地区のブロックを見

本というような形で、それぞれの行政区のブロックのほうで設置ということで、２層を

進めていければというふうな思いを持っております。もう３年、４年という形なってま

すので、何とか新しい形で動き出したいという思いがありますので、また御支援、御協

力のほうよろしくお願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 昨年からの説明とあまり変わってないんですけども、実

際に、私も地元の福本区の生活支援協議体の一員として活動を始めて、皆さんといろい

ろ意見交換すると、本来の健康福祉課が狙っておられるところだけじゃなしに、例えば

防災であったり、いろんなところに及んでいくわけですよね。そういう活動をやっぱり、

もうこれ４年になるんですか、最初からやっておられるところと、まだ全然取り組んで

おられないところというのは、物すごく地域間で格差が今出てきてると思うんです。こ

ういう時代だからこそ、やはり近くで皆さんが助け合う社会、仕組みというのをつくっ

ていくべきだと思いますんで、新たな組織をつくるというのは大変皆さん抵抗あると思

うんですけども、その必要性ですね、それを本当にしっかりと伝えていただいて、本年

度は特にしっかりとやりますと書いてあるんで、その取組を私自身も応援していきます

んで、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 健康福祉課、保西でございま

す。ありがとうございます。我々もやはり今、課長申しましたように、新しい地区とい

うのはなかなか難しいことかとは思いますが、議員の言われましたように立ち上がって

る地域とそうでない地域については、やはり格差が出てくる、これは仕方がないと思い

ます。

ただ、来年度につきましては、やはり立ち上げることでこういったメリットがありま

すよ、こういった波及がありますよということはしっかりお伝えしていきたいと思って

おります。その中で、今言われましたように、いろんな手法がやっぱりあると思うんで

すね。災害について、今本当にトこックスなのは災害だと我々も思っております。その

中で、地区の人の命を守るという意味では、この協議体というのは有効な手段の一つに

なるといったところを含めましたお話もしていきたいなというふうにとえておりますの

で、その都度またよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。関連で、これも私、一つの提

案という形でお尋ねをしたいんですが、確かに、午前中でしたか、コロナ禍によって非

常に地域力が衰退してる、そってるという状況の中で、新たにこの生活協議体の組織づ

くりをしていくというのは非常に難しかったと思います。

まして健康福祉課においては、多分ワクチン接種の事務において年度の前半は、そこ
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に非常に人力割かれて、なかなかこれには取り組めないんじゃないかという分になりま

す。

しかし、現状去年から見ますと非常に地域力がそってる中で、この生活協議体という

んですか、地域の力をつけるためのこういう組織というのは、すぐにでもつくっていか

なあかんなというように思っとります。

そういう中で、この協議体から少し趣旨が外れますという部分があるかもしれないん

ですけど、これを核としたような分の中での地域における地域力を高めるような組織を

健康福祉課だけじゃなくして、役場全体でとえていく必要があるんじゃないかと思うん

ですけど、そういう部分の中での町全体として地域力を高めるという分の中で、この生

活協議体の編成について、若干形というか、目的が変わってくるかもしれないんですけ

ど、そういうのを積極的に、精力的に立ち上げていくというようなとえ方が町としてあ

るかないか、またその辺はどうかなと思うんですが、その辺について副町長なり町長、

どないでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 前田副町長。

○副町○（前田 義人君） 前田です。御質問のところなんですが、来年度、これまで町

長懇談会という形で総務課が窓口になって進めてきております。ブロックで回ろうとい

うふうな形で、昨年度、２年度から形が変わってきました。先般の区長会でも総務課の

ほうから提案という形で、３年度についてもブロックで回りたいということが一つと、

それからもう一つ、自治協議体の説明をさせていただきたいというふうなことで話を進

めてます。この協議体の在り方と自治協の在り方というのは、非常に似てる部分がある

といいますか、イメージでいいますと協議体の部分を包括した形で自治協があるという

ふうな形なのかなというふうには思ってるんですが、どちらが先行しても構わないと思

ってるんですけれども、そういったことを住民の皆さんとお話しする機会を来年度つく

っていきたいと。全体としてはそんな形で協議体が先行っても構いませんし、自治協が

先行っても構わないということで、どちらが先に行ってもうまくまとまっていけばなと

いうふうなことを少し今描いているという状況です。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５６号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３５ 第５７号議案
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○議○（ ○ 良幸君） 日程第３５、第５７号議案、令和３年度神河町土地開発事業特

別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑はないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５７号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３６ 第５８号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３６、第５８号議案、令和３年度神河町訪問看護事業特

別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５８号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３７ 第５９号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３７、第５９号議案、令和３年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。ちょっと全体でお聞きしたいと思うん

ですけども、来年度からといいますか、この予算は、あれですね、いわゆる一般の方か

らの受入れだけの予算になってまして、いわゆる事業所からのもうあれは受け入れられ

ない予算ということでした。ということは、もう一応ここの産業廃棄物処理場としての

役目を一段落されたというとえだと思うんですけども、建設されるときに地元区とのお

約束事があったと思うんです。そういったことが、私この新年度の予算に少し上がって

きて、何かしら始められるのかなと思ってたんですけど、一切上がってきてないんで、

一体どういうふうにされていくのかというのを、まずお聞かせください。
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○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。この鍛治区

字ニガ竹に設置の建設残土砂等処分地ですけども、小寺議員おっしゃるように、開設当

初から地元鍛治区と大河区と町との間で、産業廃棄物処理場を設置することについて一

定の覚書という形の中で、環境整備なり周辺整備というふうなところで覚書に記入した、

いわゆる約束事項というものは確かにございます。それについてはこの間、形にはでき

ずに今の状態にはなっておりまして、処理場が受入れ容量が満杯になるところで、少し

でも引き続きそういった搬入物を続けていけるように、延命ということも地元にお願い

しながら、去年あたりから地元区とは協議を続けさせていただいております。

その中で、一定町としてのとえ方なり立場も両区で御理解いただく中で、その当初の

約束事についても、当初の形どおりとはいきませんが、地元区の理解をいただきながら、

何とか形にできるように今協議を進めているところでございまして、両区におきまして

も区長さんを窓口に、また両区の三役あるいは協議会の中で私どもも説明に行かせてい

ただく中で、町と地元との折り合いができる部分を協議しながら進めているところでご

ざいまして、まだ皆様方に今こういう形になりましたいうのが言える状況ではないんで

すけども、今そのいわゆる合意に向けて協議を続けてるというところで、御理解いただ

きたいというふうに思います。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。なかなか大変な作業だと思うんですけ

ども、やはり地元区の理解がないことには、もうこれは全然進まないことなので、丁寧

に協議をしていただいて、何とか進めていただきたいと思います。

もう一つお聞きしたいのが、今回個人からの受入れだけに絞られてますんで、収入の

面でいうと残土の処分地使用料が３万 ０００円ですか。今までに比べて収入がめちゃ

くちゃ減りましたんで、当然運営費を賄えないわけじゃないですか。今回の予算は、い

わゆる財政調整基金の中から取り崩されて運営費を賄っておられるみたいなんですけど

も、財調も恐らく残高が１億 ０００万ぐらいなんで、やればまだ３０年も４０年もい

けるという話になるんですけれども、それこそ地元協議との間で何々をしなければいけ

ないという話になれば、財調も切り崩していかないといけないと思うんです。そういっ

た面でも早急にやらなければならない事業をしっかり決めていただいて、この財調だけ

で一体いつまでやっていけるのかというのも併せて、しっかりとえていっていただきた

いんです。これはだから質問というか、もう要望ですね。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。今年度の予

算で特に収入の部分で使用料収入が例年と比べるともう本当に僅かになってしまうとい

うところで、搬入できる瓦礫という意味では、一般住民の方から出される小規模な瓦礫

ということにはなります。
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ただ、例えばお風呂場を改修したとか、庭先を何か改修したというところで、業者さ

んに頼まれるケースもあると思うんです。家に運ぶ軽トラがないであるとか、お年寄り

しかいらっしゃらないとかいう中で、そういった少量の分でも搬入が困難なこともあろ

うかと思いますので、そういった部分については、業者さんが運ばれるのも柔軟に受入

れはしていこうかなと思ってます。

その線引きというところで、おおむね１トン以内というところで、申請についてはそ

の辺りを少し精査させていただきながら受付はしたいというふうにはとえとります。

基金は、先ほどおっしゃいましたように、現在１億 ０００万ほど確かにあるんです

けども、現地をあの状態にはしておけませんので、今度、仕上げ工事を今から計画して

いきます。それに相当の金額を要しますので、基金についてはいつまでも残るものでは

ございません。そうなりますと、今後これを延命して運営していく中で、一般財源の使

用も出てくる可能性もあるんですけども、とにかく住民の方のそういう瓦礫の処分地が

なくなると、これは非常に住民の方が困られるという分がありますので、財政のことも

あるんですけども、対応できる中で今後、運営はしていきたいというふうにとえており

ます。どうぞよろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。関連なんですけども、今、搬入量、これから

個人の分として年間２０トンの搬入ということなんです。これについて、まず１点は、

この２０トンの搬入であと何年ぐらいお世話になれるんかなということが１点と、先ほ

ども費用の面でも言われましたけれども、大変な費用も、運営費が要ると思うんです。

そういった中をやっぱり補助いうんか、負担していくためには、やはり町の事業につい

てもこういうことの処分場を利用して、今までどおりにまた利用していくということは

大事やと思うんです。そういった中で、今度町の事業がもし大きな工事でもするときに

は、やはり外へ持っていかなあかんということになると大変な費用面もかかるというこ

ともございます。そういった意味も含めて、その２点ですね、これも町の工事費に大き

な負担がかかってくる。そういう予算は、どういうふうに町のほうはとえておられるん

かなということの２点お願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。この４月以

降、令和３年度から小規模の瓦礫のみの受入れということで、地元区にはおおむね御理

解をいただいてるところですけども、それが何年いけるかというところについては、現

在あの処分場が実は満杯状態でございまして、一定きれいな残土を移動させれる部分を

移動させて、そして一定の容量を空けて、今後、引き続きそういった形で運営していく

ということをとえておりまして、そのことを今、鍛治区、大河区に御了承をお願いして

いる、協議中であるというところです。それによってあと何年程度、この程度の搬入量
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であればあと何年ぐらい使えるという見通しが立ってきますので、今何年はいけるとい

う明確な回答ができない状況でございます。

あと、これまであそこがあったおかげで、町の公共工事ですね、そういったものも近

くで残土処分ができて、非常にそういった意味では工事費も比較的安価といいますか、

その部分は安くついてたというのがあるんですけども、先ほども申しましたように、な

かなかああいった施設を維持管理していくには大変な経費もかかります。また、そうい

う産業廃棄物という施設でありますので、そこをまた新たに設置するとなると、なかな

か地域住民の方の御理解が得にくい施設ということもあります。ですから、そういった

財政的なことも踏まえながら新しい施設の是非については、今後、町内部でも検討して

いきたいというふうにとえております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。やはり町民の方は、今あるんで、かなり安価

に引き取っていただくということで大変助かっておられます。喜んでおられます。

ただ、それがほかすとこがなく、また町外へ持って出るということになると、２倍、

３倍のお金かかるというような状況にあります。これも私も業者さんからも聞いたりし

て調べとんですけども、そういったことができるだけないようにやっぱりとえていかな

あかん。今、上郡町でも産廃の事業者の選定やなしに、設置について非常にもめてます

けれども、神河町もそういうことがないように、先ほど小寺議員も言われましたように、

これまでの地元との約束事等をしっかりと解決していただいて、そしてまた、神河町に

はまだまだ産廃を受け取っていただける安い施設があるんやということで、町民の皆さ

んも安心してもらえるような状況に早く持っていっていただきたいというふうに思いま

すので、どうぞよろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。確かに神河

町にはあの施設があったということで、公共工事、また民間の工事も含めてそういった

処理物が安価で近くで処分できたというところで、非常に住民の方にとっても、また町

にとっても非常に便利な施設であったかなというふうに思います。それがここへ来てな

くなるということについて、非常に業者さんはじめ住民の方にとりましても御不便なり

御迷惑をかけることは十分承知をいたしております。

私ちょっと調べてみたんですけども、こういう行政がそういった産業廃棄物処理施設

を運営してるところは県内で３つしかありませんでした。そういった意味で、なかなか

設置が難しい施設かなというふうにはとえております。

あれば本当に住民にとっても非常にメリットがある施設でございますので、先ほどの

繰り返しになりますけども、経費の部分を含めて設置の是非について今後も引き続き検

討させていただきたいというふうに思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。
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〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第５９号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３８ 第６０号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３８、第６０号議案、令和３年度神河町寺前地区振興基

金特別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第６０号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３９ 第６１号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３９、第６１号議案、令和３年度神河町長谷地区振興基

金特別会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第６１号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第４０ 第６２号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４０、第６２号議案、令和３年度神河町水道事業会計予

算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。
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三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点教えていただきた

いと思います。予算説明資料の１ページの水道事業についての４行目です。今年度、３

年度ですね、アセットマネジメントの策定と経営戦略の見直しということを予定してる

と書かれておりますが、何のために、どういう目的でこういうことをされようとしてる

のか、またどのようなことをされようとするのかという部分について教えていただきた

いと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。アセットマネジメン

トは、当初令和２年度で策定する予定をしておりました。この策定に当たりましては、

施設台帳の整備が前提となります。令和２年度におきまして施設台帳の整備をしており

ます。これに思ったよりも日数、時間的なものがかかりましたので、２年度に見送りま

して、３年度ということでございます。

アセットマネジメントとは、水道施設等の資産の状況を把握しまして、計画的な施設

更新と財源確保を目的とした長期の更新計画ということでございます。

それと経営戦略についてですけども、これは平成２９年の１月に作成して、５年ごと

に見直しを行うこととしております。本当でしたらもう１年先に見直しということにな

るんですけども、アセットマネジメントと一緒にすることで効率よく見直しが行えると

いうことで今年度実施するものでございまして、この部分については経営の基本計画と

いうことでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第６２号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第４１ 第６３号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４１、第６３号議案、令和３年度神河町下水道事業会計

予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、お願いします。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑がないようです。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、
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これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第６３号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定いたしました。

・ ・

日程第４２ 第６４号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４２、第６４号議案、令和３年度公立神崎総合病院事業

会計予算を議題といたします。

本議案に対する質疑に入ります。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。この予算の編成について、少しお聞き

します。説明で２億 ０００万の赤字予算を組まれたわけなんですけれども、そのとき

の当初説明で、減価償却費、資産減耗費等々があるので、キャッシュ的には困らないと

いう説明を受けました。

昨年度の、令和２年度の予算書を見ますと、やっぱり同じように３億以上の減価償却

費と、資産減耗費も同じ額だけ上がってるわけなんですね。にもかかわらず、令和２年

度の予算は、プラマイ・ゼロの収支均衡予算を組まれてたんですけども、執行するに当

たって資金不足に陥られたわけですね。町の繰り出し基準よりも多く繰り出しを受け、

なおかつ今年度ですか、令和２年度はコロナの減収対策で２億 ０００万の借入れをさ

れていうことで、かなりの現金不足に陥られてるにもかかわらず、この令和３年度の新

年度予算は資金が大丈夫というその根拠が私には全く分からない。令和２年度の実績か

ら勘案していって同じように計算すると、もう６億、７億ぐらいの資金不足に陥るんで

はないかというような予算だと思うんですけれども、その辺のところはいかがですかね。

○議○（ ○ 良幸君） 井上病院特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。ただいまの議員の質問にお答えをさせていただきます。

本年度、令和３年度につきましては、当初から赤字を見込んだ予算編成としておりま

す。昨年度までは、収支均衡予算ということで予算を組ませていただきました。

令和３年度につきましては、昨日も説明をさせていただきましたが、ある程度現実的

な数値、例えば入院患者数であるとか、外来患者数であるとか、少しは高い数値かも分

かりませんが、現実的な数値と捉まえて収入のほうを予算計上させていただいておりま

す。

支出のほうにつきましても、若干ではございますけれども、少し余裕を持った計上を

させていただいておりますので、昨日説明をさせていただきましたように、減価償却費

であるとか、非資金性のものがありますので、３条予算の収支の差についても、また４

条予算の収支の差についても財務上は処理ができるというふうに見込んで、令和３年度
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については赤字予算ということで計上をさせていただいたところでございます。

また、県や各ほかの市町で公立病院を持っておられるところの予算書等も確認をさせ

ていただいておりますが、赤字予算を編成されてる病院も多数あるということもござい

ますし、このたび提案をさせていただくに当たりまして、会計事務所にもいろいろと相

談し、確認をする中で、このたび提出をさせていただいておりますので、特に問題ない

というふうにとえておるところでございます。どうぞよろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。特に赤字予算を上げられたからといっ

て、それがいけないと言ってるわけでもないんです。

実質的に病院を経営されるに当たって、本当にキャッシュが足りるのかという、もう

単単な心配ですね。本来は予算に沿って執行していくのが経営ですから、当然、じゃ、

この予算どおりに行かなければどうなるんだという話だと思うんです。令和２年度の予

算で、たしか減価償却費が同じように３億 ３００万ぐらいでしたかね、上がってたと

思うんですけども、そしたらその話でいけば、じゃ、内部留保金が３億 ０００万ある

んですかという話になってくると思うんです。でも実際はそうではなかったですよね。

お金が足りなくて、減収補填債を借りて、町からも繰り入れして、何とかキャッシュを

残すことができて、新年度を迎えられるという状態だと思うんです。そういった中で、

こういった赤字予算をやられて、それはそれで全然いいんですけども、本当に、じゃ、

この予算どおりに執行できますかというのが物すごい不安なんです。いかがですかね。

○議○（ ○ 良幸君） 春名病院事務長。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） 病院事務長、春名でございます。先ほどの御質

問ですが、今回赤字予算とさせていただきましたのは説明責任を果たすというところを

まずとえました。昨年度、小寺議員のほうからも同じところで御指摘をいただいており

ます。予算が絵に描いた餅にならないようにというところですが、それも踏まえまして、

今回は住民に対しまして、従来のような均衡予算では難しいというところは正直に申し

上げるという意味で、説明責任を果たすというところとえました。

予算といいますのは、もちろん見込みでもあるんですけれども、目標でもございます。

我々は、この目標ですね、例えば入院患者数で申しますと昨年度までは１２２人とかい

う数字上げておりましたが、今年度は現実的な射程距離、射程範囲に入ります１１３人

というところを目標に設定しまして、病院挙げて頑張るということでございます。以上

です。

○議○（ ○ 良幸君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。今、事務長が言われたように、昨年指

摘させていただいたことはよく覚えてます。取りあえず住民の方もそうですし、従業員

の方にもこの危機管理をあおるという意味では赤字予算、私は結構いい手法かなとも思

いますんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上です。

－２５７－



○議○（ ○ 良幸君） 特にコメントはよろしいか。

○議員（４番 小寺 俊輔君） 結構です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。ちょっと関連で、これも教え

ていただきたいことがあります。２点ございまして、一つ、先ほど減価償却の話が出ま

した。去年、今年と、大体３億 ０００万ずつぐらいですね。多分定額法で償却されま

すので、しばらくの間は３億 ０００万が続くんじゃないかなと思うんですが、定額法

ですから、ある年突如どんと全く償却なくなってしまう時期がありますので、それが何

千万単位でこの償却がなくなる時期が近いうちにあるのかどうかという部分と、あと資

金繰りの話です。一時借入金の限度額、一応８億という限度額が設けておられますが、

２年度の実績の中で、通常どのぐらいの一時借入金を年間通じて借りていたか。いや、

もう本当に資金が足らないときだけに一時的に借りたのかどうか、その辺の分について

教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 井上病院特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。減価償却費の部分につきましては、今手元のほうに次年度の分しか持

っておりませんので、次回の予算特別委員会のほうに報告できるように準備させていた

だきたいと思いますので、御理解方よろしくお願いをいたします。

それともう１点、一時借入金のことでございます。令和２年度につきましては、４月

の１日に信用金庫から２億円、１年間お借りをいたしました。１年間事業を展開してい

く中で、一時的に下水道会計で借入れをさせていただいたり、また町内の金融機関で一

時的にお借りをさせていただきましたが、一応年度内には全て償還できる予定でござい

ます。

令和３年度につきましては、一時借入金の限度額を８億円というふうにしております

けれども、少し余裕を持って限度額させていただいとりますが、お借りすれば必ずお返

ししなくてはいけないということを肝に銘じて運用をしていきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認め、第６４号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

－２５８－



・ ・

日程第４３ 承認第１号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４３、承認第１号、第２次神河町男女共同参画推進計画

の策定の件を議題といたします。

承認第１号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。これも１点だけ教えていただきたいと

思います。１１ページのアンケートの調査の結果です。それぞれ有効の回収率ですね、

どちらも５０％を切っているという状況の中で、過去の神河町におけるいろんなアンケ

ートの分といいますと率が低いんかなという思いでおります。

その中で、この有効回収数というのは回答者数とは異なりますという注釈がつけてあ

りますので、実際回答いただいたのはもっと率が高くて、実際調査というんですか、数

値として反映する分が結果として、この４⒏３％なり４⒐７％になったと、そのように

理解しとっていいでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。まず、回収率の４⒏３％とい

うことで、低いというようなお話がありました。５年前については、５⒉５％だったよ

うに記憶をしております。そしてまた、平成３０年度に長期総合計画を実施した際には

４０％ということでございます。そういう状況から踏まえてとえますと、今回４８％と

いうことで、町民調査については半数近くですね、何とか回収率を確保したという点。

そしてまた、今回初めて取り組みました事業所の調査ですね、こちらについては４⒐

７％ということでございまして、この結果については、私、事務局を持つ立場としては、

よくここまで回答が上がってきたなというふうに受け止めております。

その点と、もう１点は、統計の一つのとえ方としましては、４割の回収があれば、こ

れは実態として、しっかりとその標本となり得るということで統計の専門家のほうから

もお聞きをしておりますので、その辺りについては申し添えたいというふうに思います。

それから７２４というこの数字が、この件数については実際に回収した数字でござい

ます。

しかしながら、例えば２５ページを御覧いただきたいと思いますけれども、ワーク・

ライフ・バランスの推進についてということで、職場で取り組んでほしいことという町

民調査がございます。ここで全体、民としてお示しをしている数字が １７２というこ

とで上がっております。

この部分につきましては、１１ページのところに拡大集計ということを表現をしてお

ると思いますけれども、回収のあった数字そのままを生かすのではなくて、この住民基

本台帳のそれぞれの年齢別の割合に応じた係数をのけて、そして集計をしたものが、７

２４については全体数で申し上げますと、 １７２になってくるということで、それぞ
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れの年代に応じたウエートといいますか、そういう比率をのけて算出をした数字となっ

ております。これが一般的に調査の中でバランスを取るという、そういうところで行わ

れておる手法でございますので、そちらを適用させていただいたというところでござい

ます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。この後、承認第１号から６号までい

ろいろとあるんですけども、ＳＤＧｓのとえ方、２０３０年を達成目標として、様々な

分野、１７のゴールが設定をされておって、１６９のターゲットがあって、２３２の指

標が個々にあるわけなんですけども、この男女共同参画の部分についてもゴールの５番

目のジェンダー平等を実現しようというゴールに向かった計画でなければならないと思

うんですね。

目標のこの計画書の６３ページを見ると、目標値ということでそれぞれ設定があるん

ですけども、このＳＤＧｓの５番目のゴールを目指したターゲットとか指標とかという

のもいろいろとあるわけなんです。同じ時期に策定されるいろんな計画で、環境に関し

て、後ほど、次に出てきます地球温暖化については、このＳＤＧｓのとえ方をしっかり

と位置づけて計画が策定されておるんですけれども、ほかの計画を見るとＳＤＧｓのと

え方が盛り込まれていないように思うんですけども、計画策定をされる際に、当然コン

サルさんとかいろいろと打合せもされる中で、ＳＤＧｓ、２０３０年の目標に向かった

計画という位置づけは、そういうふうな調整とか、そういう話とかいうのがあったのか

なかったのか。私は、今後、策定される町の計画というのは、やはりＳＤＧｓに向かっ

ての目標、ゴールに向かった視点での策定が必要ではないかと思うんですけども、いか

がでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。議員御指摘のとおりでござい

まして、１２月の栗原議員からいただいた一般質問の中で、町長も答弁をさせていただ

いております。

私ども男女共同参画の策定に当たりましても、しっかりとその辺りを踏まえて取り組

むということを確認をいたしまして、この資料で申し上げますと４５ページを御覧いた

だきますと、ＳＤＧｓの視点ということで、先ほどおっしゃっていただいた１番の貧困

をなくそうというところから１７番のパートナーシップで目標を達成しようという、そ

こまでの全ての目標を掲げております。

そして４７ページからですね、基本目標１から基本目標４ということで設定をいたし

ておりますけれども、それぞれの基本目標に対応したこのＳＤＧｓの項目ですね、例え

ば、基本目標１の男女共同参画の意識づくりという部分で申し上げますと、基本目標５、

ジェンダー平等を実現しよう、そしてまた、１０、人や国の不平等をなくそうといった
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ような目標を具体的に掲げております。

そのように、５０ページでは基本目標２ということで、誰もが活躍できる環境づくり、

この部分につきましては、同じ５番のジェンダー平等、そして８番の働きがいも経済成

長もといった部分を掲げておりますし、続きまして、５３ページの基本目標３、誰もが

安全・安心に暮らせるまちづくりといった部分につきましては、先ほど申し上げた１番、

５番の項目に加えて、３番、全ての人に健康と福祉をといったような内容を付け加えて

おります。

さらに、５７ページで基本目標４、あらゆる分野に参画できる社会づくりというとこ

ろにつきましては、新たに、５番に加えて、１６番の平和と公正を全ての人にといった

目標、そして１７番のパートナーシップで目標を達成しようという、そういった目標に

ついて、改めてＳＤＧｓ、これは具体的な取組指針が示されているという部分ではない

わけですけれども、ここを意識した取組を進めていこうというところで確認もし、計画

の中で反映をさせていただいております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） 私、申し上げてるのは、６３ページにあります令和１２

年度の目標値、そういう今の実績値とか目標値を定めるときにＳＤＧｓにあるターゲッ

トですとか指標とかを参とにされたのかどうか。ゴールの部分については確かにあるん

ですけども、ターゲット、指標についても精査されて、神河町のローカルな計画として

位置づけられたのかということを聞いてるわけです。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。答弁になるかどうか分かりま

せんけれども、ＳＤＧｓを意識をするというところが一つございます。

それから特に、男女共同参画のこの計画づくりに当たっては、ＳＤＧｓでいいますと

誰一人取り残さないという視点が総括的には皆さん御確認がされているという部分だろ

うというふうに思います。

それとあわせまして、この計画づくりに当たっては、男女共同参画というふうに位置

づけておりますけれども、全ての人が人としてしっかりと認められるという、そういう

人としてというそこの部分を強調をさせていただいております。ですから人として認め

られる、そういった社会づくりをこれから行っていくという中で、重点的に取り組む部

分について具体的な目標値といったようなものをお示しをしながら、そして具体的にま

ずは私の職場から取り組んでいくというところで決意も申し上げたところでございます。

これからの社会、本当に一人の人間として尊重されるということがいろんな意味にお

いても住みやすい、そして仕事も家庭も自らの希望に満ちあふれたものになっていく、

そういった社会づくりにつながっていくんではないだろうかというふうに思っておりま

す。よろしくお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。
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〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようです。討論を終結します。

これより承認第１号について採決します。本案については、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、承認第１号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第４４ 承認第２号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４４、承認第２号、神河町第３次地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）の策定の件を議題といたします。

承認第２号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ちょっと簡単なことですけど、お尋ね

します。２４ページのところで電気自動車導入による効果という表がありますけれども、

ガソリン車Ａ、ディーゼルＢ、電気自動車Ｃとなっている欄の一番右側ですね、１万キ

ロ走行した場合の費用がそれぞれ８万 ０００円、６万 ０００円、４万円とあります 

が、この１万キロ走行した場合の費用の算出根拠ですね、ちょっと教えてください。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。この表ですけれども、

ガソリン車、それからディーゼル車、それから電気自動車、それぞれの燃費が、この左

から２行目が出ておりますけれども、１万キロをその燃費で割って、それに燃料の単価

をのけてると、ちょっとそういう算定式でありますけども、その燃料の単価はちょっと

今分かりません。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） すみません。じゃ、単価いうてもその時々によって多少

変動しますので、この表を作成されたときの単価ですね、それまた後でも結構ですから

教えてください。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） そしたらその単価につきまして確認をいたします。以

上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） それでは、調べるために暫時休憩します。

－２６２－



午後４時２３分休憩

午後４時３５分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。小島議員の質問のお

答えをさせていただきたいと思います。

この表第１４、電気自動車導入による効果でございます。まずガソリン車のＡですけ

れども、これにつきましては１リットル当たり１４２円でございます。それから２つ目

のディーゼルＢですけれども、燃料は軽油でございまして、単価は１リットル当たり１

１９円でございます。それから電気自動車のＣですけれども、これにつきましては充電

の単価ということで１キロワット当たり２０円でございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかに質疑ございませんか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。大体このぐらいで計算すれば、

安上がりだということが言えるわけですね。だから官公庁としてもハイブリッドとか電

気自動車のほうにどんどん買い換えておられるということがＣＯ２ 目減に役立ってるん

かなと思います。

もう一つよろしいですか。３３ページの進捗状況の公表、４番ですけども、そこの下

から２行目のところに行政の取組について住民の理解を得るとともに、神河町が一丸と

なったとあります。これは行政側の計画だと思うんですけども、これだけではＣＯ２ 目

減についてなかなか１００％とはなりません。多分町民の皆さん、住民の皆さん全体が

自分のこととして取り組んで、いかにそのＣＯ２ を減らしていくかというところの変化

が起きてくるほうが私は望ましい、起きるようにするにはと思うんですけども、この２

０３０年を目標にして、もっと幅広く町民、住民の皆さん方の生活全体を見て、どこを

どう減らせばいいのかいうことを取り組む必要があると思うんですけども、その取り組

む意識ですね、住民の皆さん方の意識がどこまであるのかいうこと、これ把握されてい

るでしょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課の 木でございます。小島議員の質問のお

答えをさせていただきたいと思います。

この４番の進捗状況の公表につきまして、一番下の２行に行政の取組について住民の

理解を得るとともに、神河町が一丸となった地球温暖化対策に発展をしていくというこ

とを目指すということを目標としております。

この計画につきましては、事務事業編といいまして、公共施設だけのＣＯ２ の目減目

標となります。ですので、役場職員でありますとか、病院の職員、中央公民館とか、そ
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ういう公共施設に携わってる関係者だけの取組となりますけれども、それだけでは町全

体の地球温暖化対策にはなりません。議員おっしゃいますように、今年からクールチョ

イスを始めてまいりました。今年は、クールチョイスを知っていただくいうことから今

始めてるんですけれども、来年度、令和３年度につきましては、より一層クールチョイ

ス、地球温暖化対策を町民の皆様に知っていただくと併せまして実践につなげていける

ようなことも進めていきたいというふうにとえてます。

そういった中で、また別の事業、３年度から始めます新規事業、提案させていただい

てますけれども、この地球温暖化対策実行計画の区域施策編という策定につきましても

令和３年度提案させていただいております。それにつきましては町全体のＣＯ２ の目減

計画となります。そのためには町民の皆様、地域、それから事業所、そういったところ

全てが対象となりまして、それぞれが連携をして取り組む必要があるということで、来

年度からにつきましては、町全体のＣＯ２ 目減につきましても取り組んでいくというふ

うにこのたびの予算でも提案させていただいております。

ということで議員おっしゃいますように、その町民の皆様の取組の意識の把握ですけ

れども、やはりクールチョイスという言葉がまだ浸透していない。いろんな媒体を使っ

てＰＲ、今年も進めてきたんですけれども、まだまだ浸透していない。ですけど、小・

中学生なんかは、もう授業の中でやってるというところで、そういったところもあるん

ですけれども、やはり全体的にとえればまだまだ浸透していないということもございま

すので、結果的にはまだあまり浸透してないと。ですけれども、その辺を今年度から始

めまして、来年度につきましてはより一層普及啓発をして住民の皆様にも意識を持って

いただくと、そういう取組を進めてまいりますので、そういった回答とさせていただき

たいと思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより承認第２号について採決します。本案については、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、承認第２号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

ここでお諮りします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定しました。

・ ・

日程第４５ 承認第３号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４５、承認第３号、神河町土地利用計画の策定の件を議

題とします。

承認第３号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。神河町土地利用計画の一番最後の資料

の中に誘致企業の用地が何点か明記されておるわけなんですが、この用地は、もう整地

されてるとこもあれば、そうでもないとこもあろうかと思うんですけれど、この上がっ

とる用地を企業誘致法的に整地なり、そういう形にしようという計画という思いで判断

していいんですか、どうですか。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓ひと・まち・みらい課特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。藤森議員の御質問にお答えいたします。

この暮らし・産業拠点といった名称で、別添資料の１０からずっと掲載をしておりま

す。企業誘致用地につきましては、過去に、各区の役員さんレベルになりますけれども、

その中で一応御提案といいますか、各区でいただいたものを一応私どものほうの内部資

料として持っているものをこの中に掲載をさせていただいてるというのが基本でござい

ます。その各区から出てきた部分、あるいは過去に旧町で計画が既にあった部分等がこ

の中には入っております。

これを周知ということですが、私ども企業さんからの引き合いがあったときにはこう

いうふうな用地がありますというふうなものをお見せするためのものということでして、

この用地をすぐに企業誘致できるかどうかというと、そこはまた地元の地権者さんとの

話合いでありますとか、地元の区内での協議でありますとか、そういうふうないろんな

手続的なところがあるということでございます。したがいまして、これはこうやって書

いておりますけれども、あくまで内部資料として留保、とどめるものとしたいというこ

とでございます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。特に毎回言うんですけど、この町は企

業が少ない。雇用ということを思う中で、私これを見て非常に心強く思ううちにたくさ

ん企業の用地があるんだなという認識をしたわけなんですが、やはり生かしてこんこと

には駄目です。そういう形でやはり来てくださいという受け身の形のそういう姿を見せ

な、こうあるんですよだけじゃなしに、でなければこの計画が生かされんと私は思いま

すので、その方向に生かされる形で持っていっていきますように望みます。お願いしま
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す。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓ひと・まち・みらい課特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。藤森議員の御質問にお答えいたします。

議員御指摘のこと、そのとおりでございます。この中にあっても幾つか既に、今現在

企業さんから引き合いのある部分もございます。それと平野部につきましては大部分が

農業振興地域ということになりますので、この部分への企業の立地ということになりま

すと、やはりその規制の解除が必要ということになりますので、それについてはやはり

具体的な企業さんの立地計画、どういうふうなレイアウトでどういうふうなものを建て

るから、どういうふうな事業をやるというふうな具体的な計画がないと、なかなかその

規制の解除ということができませんので、それにかなりやはり時間がかかるということ

になります。ですので、あくまでこれはこういう用地が候補地があるというところにと

どめておかざるを得ないというのが現状でございます。これをもって企業さんが実際に

立地されるということになると、先ほどもありましたように規制の既設のいろんな解除

手続の手続が必要になってくるということでございます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより承認第３号について採決を行います。本案については、原案のとおり承認す

ることに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、承認第３号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第４６ 承認第４号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４６、承認第４号、第３期かみかわ教育創造プラン（神

河町教育基本計画）の策定の件を議題といたします。

承認第４号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。少しだけお伺いします。４ページの神

河町の教育をめぐる現状と課題の中で、１つ目の課題、２つ目の課題と順次ありますけ

れども、これ１つ目の課題は自立する力等ですね。それから２つ目の課題は知識・技能

を生活に活用する力と、３つ目の課題は教職員の資質・能力の向上である等とあります
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けれども、これは上の２つは子供たちの生活を変えていく、子供たち自身を変えていく

というところで大変重要なことかなと思うんですけども、こういう事柄を現場の教職員

の方にどう伝えるかということですけれども、この創造プランをじっくりと現場の教職

員の方に読んでいただいて、自分なら１つ目の課題、２つ目の課題についてはこういう

ふうに対応しようとかいうとえる時間を持ってほしいと思うんですけども、こちら側か

ら教職員の方にどう伝えるかということですけども、どのようにおとえになっているで

しょうか。

○議○（ ○ 良幸君） 入江教育長。

○教育○（入江多喜夫君） 教育長の入江でございます。小島議員の御質問にお答えいた

します。

今おっしゃっていただいたことは大変重要なことでございまして、学校教育におきま

す子供たちを導いていく、この第３期プランに沿って子供たちを指導していく場合に、

この内容について十分に教師が知っておくことは大変大事なことであろうと思っており

ます。

その機会といたしましては、まず来年度早々に教職員との対面式がございますけども、

その場で私、それから学校教育指導員、社会教育指導員からこの内容についてしっかり

と伝達をしたいと思っております。なおかつ、あとは町の教職員の研修会を持っており

ます。そのような機会。それから校長会、教頭会のほうでももちろん資料等ももう一度

配布して、校内研修等でもしっかり活用するようにということで、できるだけ早く、年

度当初にこれが周知できるように、そして教師一人一人がじっくりと自分の中に持つよ

うに機会をつくっていくようにしたいと思っております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。確かに現場の教職員としては、

県のほうの指針もありますし、目標もありますし、大変忙しいと。日々の生活の中で子

供たちへの教材研究等、それから事務とか、相談とか、大変忙しい中にあると思うんで

すけども、このような大事なこと、町は町としての独自の取組としてできるだけ多くの

方が意識していただくような方向でまたしていただければと思います。ありがとうござ

いました。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより承認第４号について採決します。本案については、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方は起立願います。

－２６７－



〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、承認第４号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第４７ 承認第５号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４７、承認第５号、神河町高齢者福祉計画及び第８期介

護保険事業計画の策定の件を議題とします。

承認第５号に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようです。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより承認第５号について採決します。本案については、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、承認第５号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第４８ 承認第６号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４８、承認第６号、神河町第６期障害福祉計画・第２期

障害児福祉計画の策定の件を議題とします。

承認第６号に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより承認第６号を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、承認第６号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、３月１７日午前９時再開といたします。

－２６８－



本日はこれにて散会とします。御苦労さまでした。

午後４時５９分散会

－２６９－


